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１ 議 事 日 程（第２号） 

   （令和４年第５回久山町議会９月定例会） 

                                  令和４年９月12日 

                                  午前９時30分開議 

                                  於   議   場 

 日程第１ 一般質問 

２ 出席議員は次のとおりである（10名）        

  １番  阿 部 文 俊            ２番  久 芳 正 司 

  ３番  阿 部   哲            ４番  本 田   光 

  ５番  末 松   裕            ６番  阿 部 恒 久 

  ７番  山 野 久 生            ８番  荒 巻 時 雄 

  ９番  佐 伯 勝 宣            10番  只 松 秀 喜 

３ 欠席議員は次のとおりである（なし） 

４ 会議録署名議員 

  ８番  荒 巻 時 雄            ９番  佐 伯 勝 宣 

５ 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名（13名） 

  町 長  西 村   勝        副 町 長  佐 伯 久 雄 

  教 育 長  安 部 正 俊        経営デザイン課長  中 原 三千代 

  上下水道課長  久 芳 義 則        福 祉 課 長  稲 永 み き  

  都市整備課長  大 嶋 昌 広        税 務 課 長  川 上 克 彦  

  総 務 課 長  久 芳 浩 二        町民生活課長  井 上 英 貴  

  産業振興課長  横 山 正 利        教 育 課 長  江 上 智 恵  

  健 康 課 長  亀 井 玲 子   

６ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

  議会事務局長  小 森 政 彦        議会事務局書記  城 戸 貞 人 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              開議 午前９時30分 

◯議長（只松秀喜君） おはようございます。 

 ただ今から本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 一般質問 

◯議長（只松秀喜君） 日程第１、一般質問を行います。 

 久山町議会では、一般質問は一問一答方式を採用しています。 

 では、順番に発言を許可します。 

 ４番本田光議員、発言を許可します。 

 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 通告のように、まず平和問題、そして２番目に久山町上久原土地区画

整理事業について、３番目に約11億円・町総合運動公園スポーツゾーン（サッカー場・野

球場等々）の整備事業は 終
しゅう

焉
えん

をと、それから４番目に久山町の健康をテーマにした特産

品開発（オリーブ栽培事業）の現状と今後についてを質問いたします。 

 それではまず、平和問題について質問をいたします。 

 政府・与党と一部が、ロシアのウクライナ侵攻に乗じて憲法改悪や「敵基地攻撃能力」

の保持、この言葉を反撃能力に置き換え、国防費ＧＤＰ比目標２％を進めています。今、

世界は２月24日のロシア、プーチン政権が開始したウクライナ侵攻に抗議し、ロシアは即

時撤退すべきです。本年３月、久山町議会では、全議員が署名をしてロシアのウクライナ

侵攻に強く抗議し、恒久平和を求める決議を行いました。国連憲章に基づく解決を目指す

世論と運動が決定的に重要だと考えます。 

 今年は戦後77年・被爆77年目。「原爆の日」８月６日広島、８月９日長崎への原子爆弾

が投下されました。平和式典で長崎市長「平和宣言」で、核保有国に「核軍縮プロセス」

を示すこと。日本政府には核兵器禁止条約参加を求められました。久山町議会は2020年

（令和２年）12月議会で、日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書

の提出に関する請願を可決し、政府に意見書を提出しました。これまで町は、レスポアー

ル久山ロビーで原爆写真展示や８月６日、８月９日の原子爆弾投下時間、また８月15日の

終戦記念日に平和の鐘を防災ラジオで流し、啓発活動等々をされており、こうした取り組

みは評価したいと考えます。 

 そこで質問に入りますが、すでに西村町長は広島・長崎被爆者が訴える核兵器廃絶国際
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署名に記帳されております。西村町長は、先の「広島宣言」を含む長崎市長「平和宣言」

の内容をどう捉え、今後に生かされようとしているのか、まずお尋ねします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） マスクを外させていただきます。 

 まず、ご質問の質問趣旨にある長崎市長「平和宣言」ということの内容についてお問い

合わせということでしたので、それを中心にお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、毎年、広島、長崎の平和記念式典は、世界唯一の戦争被爆国である日本にとっ

て、平和の大切さについて考え、行動する大切な日だと理解いたしております。特に今、

議員の方からもお話がありました、今年２月のロシアによるウクライナ侵攻を受け、長崎

市長の「平和宣言」は今まで以上に大きな意味を持つものではないかと私も考えておりま

す。それは戦争を起こすという残虐な行為だけではなく、核保有大国であるロシアが核兵

器による威嚇を行ったことで、世界で核が使われるという危険な可能性を私たちも実際に

感じると、そういうことになりました。先の大戦で犠牲となられた貴い御霊に対して、今

を生きる私たちが同じことを繰り返さないために、平和の大切さ、戦争をしない、させな

いために自分たちがやれることをいま一度考えていきたいと考えております。そのことも

含め、本年度もレスポアール久山で開催いたしました原爆パネル展、ビデオ上映などにつ

いて、今後の内容等についても検討を図りながら進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 今、町長もおっしゃられたように、今後もいろんな平和構築のために

頑張っていくというふうにおっしゃられました。確かに今、広島、長崎で被爆を受けられ

た方たちはもう高齢になられて、次、被爆２世、３世というような方たちもいらっしゃい

ます。ですから、これまでも自衛隊も含んでいろんな防災、災害関係で頑張ってこられ

た、そして77年間誰一人自衛隊でも殺し、殺されはされてません。この平和をどうやって

構築していくかと、これは我々一人一人が大きく関わっておるんじゃないかと思います。 

 そこで改めてそうした普及というか、啓発活動も含めて、もう一度町長の決意を聞かせ

ていただきたいと思います。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 恐らく私たち久山町だけではなく各自治体、これは日本政府もそうだ

と思いますが、今後このような、先ほど言いましたロシアの侵攻による世界的な情勢の不

安定、そういうとこも含めた上で、自治体として何をやっていくかっていうところを考え

る時期、そういうポイントに来てると思いますので、そういう考えを持って、やるべきこ
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とをしっかりやっていきたいと思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） それと同時に、確かに久山だけでは限度があります。久山だけじゃな

く、久山も頑張らんといかんけども、１市７町が一つの団体になってますから、ぜひそう

いうところでもお互いに力を合わせて、核廃絶を含めた核の脅しなどないように声を上げ

ていかなければならんというふうに思います。そこらあたりはどうでしょう、１市７町の

兼ね合いは。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） これは久山町だけではやれることではないことも当然出てくるかもし

れません。その辺は今、各自治体でも自分のまず足元でやるべきこと、それをしっかりや

りながら、広域で連携した方がいいということの判断があれば、そういうことについては

久山町としても拒む必要はないと思いますので、そういう状況になれば検討はしたいと思

います。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 次に入ります。 

 恒久平和構築について日本国憲法の前文を読み上げることはしませんけども、前文の最

後に「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成するこ

とを誓ふ。」というふうに結んでおります。日本国憲法は日本の財産であり、日本政府は

北東アジアの平和、世界平和、協力繁栄へ日本国憲法を生かした外交努力を国も地方自治

体もしなければならないというふうに思います。町長は、日本国憲法第９条と第99条につ

いてどう認識されているのか、改めてお尋ねします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） ２番目の質問ですが、認識っていうところがなかなか解釈が難しいと

ころもあるかなと思いますが、私自体は、令和３年３月定例会でもご質問いただきました

が、日本国憲法は国民の大切な財産であり守っていくべきものだと、そういうふうに判断

しております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 町長、一部にはこの日本国憲法９条をもう古くなった憲法だからとい

う、変えなければならないという考えの方もいらっしゃいます。ところが、この９条とい



令和４年第５回９月定例会 

- 25 - 

う関係を見た場合、世界に誇れる、そして日本国憲法を国民が誇れる立派な日本の財産と

して、しっかり守っていく必要があるんじゃないかと、それと同時に99条は当然これを守

っていくという姿勢ですね、こうしたことが地方自治を確立する上でも大事じゃないかと

思います。再度、町長、答弁を求めます。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） あくまで９条っていうことに対して戦争放棄ですね、国際紛争回避・

平和主義のあらわれだと思います。それをこの憲法９条も含めて99条で私たちそれに関わ

る者は憲法を遵守し擁護していくということをうたってあります。当然その憲法に基づい

てそれを守っていくと、仕事としても公務としてもやっていくというふうに理解してま

す。 

  以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 憲法９条を世界の財産、日本の財産として本当にしっかりと守ってい

くと、そして同時にこの日本国憲法前文をしっかり守っていくということが大事じゃない

かというふうに考えます。そうした中に地方自治体としての一つの骨格、これをなすもの

だと考えます。 

 次に入ります。 

 久山町上久原土地区画整理事業については、再三質問いたしました。 

 施行者は、久山町上久原土地区画整理組合であります。施工期間は、2021年度（令和４

年）３月31日までとなっておりましたけども、同組合は１年延伸を申請し、福岡県は

2022年度（令和５年）３月31日まで延期を認可しております。久芳前町長のときよりも質

問してまいりましたけども、すでに換地登記を福岡県に2018年（平成30年）４月６日付で

報告されており、清算金の支払いも終了しております。事業工程から見ると、あとは県に

対して事業完了届を出す段階というふうになると思いますけども、同事業の委託を受けた

コンサルタント会社のＳ氏、すでに退職の方でありますけども、不祥事の3,700万円は同

コンサルタント会社が負担したというふうに聞いております。しかし、今現在、工事未施

工箇所数が数十カ所あると聞くが、その「欠落」した要因はどこにあるかを検証し、中途

半端なまま終わるのではなく、その責任と全ての費用負担は、未施工の原因を発生させた

側が対応すべきであるという質問に対し、西村町長はまず未施工が起こった原因を確定し

なければならないし、誰が責任者なのか、誰に問題があるのか、第一優先に取り組む事項

だと思うと答弁されたけども、その後どういうふうに進んだでしょうか、お尋ねします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 
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◯町長（西村 勝君） この質問につきましても、６月議会でもご質問いただきました内容も

含めてお話をいただいたと思います。実際その方針というのは基本的に変わっておりませ

ん。８月のお盆過ぎに役所の方で理事長とたまたまお会いする機会がありましたので、そ

のときに同じように、まずは町としても完了を目指したいという意思はありますが、その

問題というのをまず明確にしていくということについてお願いをいたしております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） なかなかこの原因が明らかにならないと進まないと。原因が大体どこ

にあるかと。当初の17億円だったですかね、骨格を組むときに４億数千万円、町税から支

払っておるわけですね。そういう当初の計画から見た場合、当然未施工箇所が今頃出ると

いう自体が考えられないというふうに思います。 

 そこで、前回も質問しましたように、町はいろんな下水道、上水道、あるいはまた舗装

の打ち替えとさまざまやってきたわけですね。それだけやってきたのに責任の所在を明確

にしなければならんと僕は思います。誰がそういう未施工箇所をつくり上げたのか、再

度、町長、答弁願いたいと思います。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 完了に向けるにしろ、まず要因を突き止めるというのは、本田議員が

言われるとおり、まずそれが最高の、最善の手段だと思ってますので、それは引き続きお

願いしていきたいと思っております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） それと、たしか前回、僕の質問ではなくて、町長は何か追加工事かの

ような発言をされたことがあったけども、残工事としてこの未施工箇所はあるわけです

ね。ですから、町がする追加工事じゃないと僕は理解してますが、そこらあたりはどうで

しょう。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、どうしてそういう未施工が起こったのかという原因をまずは分

からなければ、町が工事をするとかそういうことは当然ありませんので、まずそこの確認

をしっかりしなきゃいけないと思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） こういう議論をしておったら、もうあと半年しかないんですよね、来
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年３月31日までといえば。ですから、具体的に、じゃあどこに問題点があったかというの

を総ざらいしなければ、検証しなければならないのじゃないかというふうに思います。 

 そこで、同区画整理事業区域内に町有地は何カ所あったのか、総面積はどのくらいあっ

たのかと。前町長にもこの場から聞かせてもらったんですが、あくまでもどこと組合の保

留地と交換したのかという質問をしたときに、付加価値が上がったからといってどこと交

換したというのはおっしゃらなかったんですが、そこらあたりの町有地は何カ所あって総

面積は今現在どのくらいあるのか、聞かせていただきたいと思います。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 概要、そういう数字的なものにつきまして都市整備課長の方からご報

告をさせていただきます。 

◯議長（只松秀喜君） 都市整備課、大嶋課長。 

◯都市整備課長（大嶋昌広君） 町有地が何カ所あり総面積がどのくらいあるかということで

すが、町が換地を受けた町有地と解釈させていただき、ご回答させていただきます。 

 上久原土地区画整理事業地内に現在ある町有地は15カ所、面積は２万1,700㎡となって

おります。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 以前、久山町土地開発公社というのがありました。それは当然、町の

所有地に切り替えを行ったわけですね。ですから、そうしたことも明確にしておく必要が

あるんじゃないかというふうに思います。 

 それと、そうした検証、精査、これをもう一度具体的にやらなければただ時間が経過し

てくるばかりいうふうに思いますが、町長、その検証関係は具体的に進んでるんですか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、再三お話はいたしておりますが、町としてもこの区画整理事業

を完了したいということは私も最初からお伝えはさせていただいています。検証というこ

とにしても、まず区画整理組合で起こった未施工箇所についてどうしてそういうことが起

こったかというのは区画整理組合でまず精査してもらうというのが絶対に必要だと思って

ます。ですから、その状況について再度お願いしたというのがこの間のお話、理事長にお

話しした内容になります。そういうことが進んでいけば、町としてもいろんなことで解決

に向けてどういう手段があるのか、一緒に協力的に話し合いをしながらそういう解決方法

について検討していくっていうのは可能になってくるんではないかと思ってます。 

 以上です。 
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◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 何か組合関係、あるいはまたコンサル関係というような状況だけじゃ

なくて、町も一組合員として具体的にどうしたら解決できるかという、先ほどから言って

おりますように、責任の所在は未施工箇所を発生させた側にあると僕は思います。だか

ら、そこが全額負担するというのは当然だというふうに考えます。そして同時に、町も一

組合員であるから、事業が完了しないということから一部の人が賦課金の検討をしたらど

うかというふうに僕は尋ねられました。僕は、そういうことは間違いですよと、今はそう

いうことよりも、きちんと精査して、どこに問題点があるか、なぜ未施工箇所ができた

か、そこをはっきりさせんといかんということをその方には答えました。町もそうしたこ

とを聞かれてるんじゃないかと思いますけども、そうした賦課金の検討という関係あたり

は全く耳にされてないですか。僕は今すべきじゃないというふうに考えます。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、賦課金の関係というのが、町にそういう相談とか申し出とかが

あったということはありません。まず、原因が究明してませんので、それについて町にそ

ういう話があるということはないっていうふうに判断してます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 町長、もう一度くどいようですけども、日々これを詰めて、そして本

当にどうやったら解決できるか、ここに力を置いてぜひ頑張っていただきたいというふう

に思いますけども、その決意のほどをお尋ねします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 同じ答えになりますが、まずは解決に向けて組合の方も原因究明とい

うのをぜひお願いしたいと、そしてそれによって次の手っていうのをみんなで考えていく

ということが可能になってくる、そういうふうになっていくというのが次のステップだと

思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） じゃあ、次に入ります。 

 約11億円・町総合運動公園スポーツゾーン（サッカー場・野球場等々）の整備事業は

終焉
しゅうえん

をという。久芳前町長は、この事業の認可期限は2019年度までとしていたが、

2022年度まで延長されました。そして、2020年（令和２年）６月議会の一般質問に対し

て、期間延長の事業の中にはサッカー場・野球場は含めていない、終焉
しゅうえん

じゃなくて時期
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を見るべきではないかと思うというふうに答弁されております。町の財政を投資しなくて

も、サッカー場についてはｔｏｔｏ資金、スポーツ基金もあるという前町長は答弁をされ

ております。しかし、経営にあたっては民間の企業であれば、採算性、収益性、あるいは

またランニングコスト等々を検証、その結果、投資の決定を中止、清算を決断したとして

います。久芳前町長は次のリーダーに引き継ぐと明言されましたけども、あまり引き継が

れた関係は大きいんじゃないかというふうに思います。だから、西村町長はこのサッカー

場、野球場をつくるという方針を踏襲されるのかどうか。 

 町長は、ＭＢＡ（経営管理修士）を取得されているというふうに聞いております。した

がって、大企業、中小零細企業の現状は十分理解されていると思います。新型コロナウイ

ルス感染症「第７波」が、今では多少落ち着いておるように見えても、拡大しておりま

す。そうしたことにこそ、住民の命と健康を守る、このことこそ力を入れるべきじゃない

かというふうに考えます。先行き不透明なサッカー場・野球場整備事業は直ちに中止する

ことを明言すべきであるというふうに考えます。この近隣の自治体にも町の財政を100％

近く投資されたサッカー場、野球場、総合スポーツ公園があります。かつてこの議会で

も、近隣にあるそういうスポーツ施設はお互いに使っていこうじゃないかという決議をし

たこともあります。そこで、そうしたこれから先いろんなことを急がなければならない公

共事業はたくさんあります。山積しております。ぜひそういう今老朽化した公共施設とか

さまざまなことにお金を使うべきであります。したがって、サッカー場、野球場はもうや

めるという断言をされてはどうでしょうか。町長、答弁を求めます。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、私が就任してこの件につきましては引き継ぎ、基本的には久芳

町長の考えを引き継いで実行していくというのは議会の方でもお話をさせていただいたと

思います。再度同じような話も含むかもしれませんが、まず経営者として採算性、収益性

等を判断し行っていくことは、議員のご指摘のとおりだと思います。ただ、自治体という

のは、町民の福祉や健康増進、また生命、安全、財産を守っていく、サービスを提供して

いくことが社会的に大きな役割でもあります。また、経営者としては、今まで投資された

資産をいかに価値あるものに変えていくかということも私の役割だと思っております。 

 久山町総合運動公園整備につきましては、令和４年度までに事業認可を受け、社会資本

整備総合交付金を活用し、整備を現在行っております。今年度が事業認可の最終年度とな

っておりますが、補助額については要望額の50％しか交付決定がされていない状況になっ

ております。令和５年度以降は、久原川河川付近や展望広場等、一部供用開始をしなが

ら、引き続き国の補助金要望を行いながら、当初の予定までは完成したいと思っておりま
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す。 

 議員のご質問にある野球場、サッカー場についても、民間のｔｏｔｏ、スポーツ振興く

じ助成金等の利用やＰＦＩの検討というのもして、引き続き検討していきたいとは思って

おりますが、まずは町の優先度をしっかり判断した上で今後の事業については示していき

たいと考えております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） ここに総合スポーツ公園の図面があります。こうした関係は長年お互

いに論戦してきたところでありますが、これから町財政を相当圧迫することにもつながり

かねない、そしてやらなければならない事業が後回しになるということがないように、何

もスポーツ関係を否定しとるわけじゃないです。スポーツというのは大事な一つのいろん

なイベントやらさまざまやるわけですから、これは大事だと思いますけども、本町におい

てサッカー場、野球場、これは維持管理するだけでも大変ですよ。収益いうても限度があ

ります。わずかの使用料、手数料が入ってくる関係だから。だから、ここは町長、思い切

ってもうつくらないと。サッカー場、野球場はですね、ほかの理由に使うというぐらい決

意されたらどうでしょう。でないと、ほかのこれから公共施設が相当老朽化したり、ある

いはまたインフラ整備も含めて、そうした関係をやらなければならない公共事業はたくさ

んあるわけですね。そこにこそ力を注いだらどうでしょうか。前回もずっと過去質問しま

したけども、久原小学校のプール、あるいはまた山田小学校のプールは今大規模改修工事

も一部されておりますけども、そうしたのが山積しとるわけですね。ですから、先々この

計画は進めるんじゃなくて、今すぐ野球場やサッカー場は断念するという明言をされては

どうでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まずは、当初のサッカー場、野球場を含めない部分についてをしっか

り完了するということがまず第一にやっていかなければいけないと思ってます。その後、

野球場、サッカー場、そちらの土地っていうのはいずれにしろ有効活用していかなけれ

ば、その財産が活用されない、維持管理だけになります。当然その面も含めて検討した上

で最終的に判断をしたいと思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 検討、検討ばかりではどうかなと。だから、もう町の将来にとって負

担になるようなことはすべきじゃないと。町民があってからこそ、町民主人公と言われて
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おるように、町民の要求実現をどうやっていくかというのが大事であって、地方自治体の

果たす役割をそこらあたりをしっかりと念頭に置いて、町長、何かくどいようですけど

も、はっきりと言うてください。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） ただ、議員のおっしゃってる話もよく分かります。今、学校につきま

しても、今まで改修できなかった分を徐々に議会のご理解いただきながら進めてるという

現状というのも私自身が判断してやってるとこになります。ただ、最低、私から言えるこ

とは、今現在も野球場、サッカー場これらを含めて町民の皆さんのために還元できるもの

である、そしてなおかつ町の支出をできるだけ抑えながら成り立つ、そういうことを模索

していくっていうことは大切なことだと思います。この土地を有効活用していきたいとい

うことは私も進めていきたいと思っておりますので、もうしばらくそういう面については

ご理解をいただきたいなと思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） もうしばらく検討していきたいというのが趣旨にも聞こえるわけです

ね。じゃなくて、もうここは思い切って、そこの大いに広場は活用するというのは当然な

がら、だからサッカー場、野球場の維持管理を含めてこういうことはもうやめていただき

たいというふうに思いますけども、これ以上町長に質問しても回答は同じ回答でしょうか

ら、ぜひそこらあたりを優先順序は当然町民の要求実現という、そういうふうに視点を置

いていただきたいと思います。だから、サッカー場、野球場はもう中止ということをはっ

きりと今後出していただきたいというふうに思います。 

 次に入ります。 

 久山町の健康をテーマにした特産品開発（オリーブ栽培事業）の現状。上山田原山にオ

リーブ苗木を430本植えたが、育たずに中断したと。今現在、久山町草場オリーブ園のみ

であるけども、オリーブ事業は2011年度の開始から11年が経過してます。開始時から純然

たる町税総額は幾ら使途したのか、また久山町行政評価、外部評価委員の報告結果と今後

について、それと同時に令和３年度決算審査意見書でもオリーブ事業について指摘をされ

ております。そこらあたりも、町長、答弁を求めたいと思います。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） それではまず、町税が総額幾らかということでご質問ですので、まず

経営デザイン課長の方からご報告をさせていただきます。 

◯議長（只松秀喜君） 経営デザイン課、中原課長。 
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◯経営デザイン課長（中原三千代君） 今まで使ってきました一般財源につきましてお答えし

ます前に、まず本田議員が言われました原山は育たず中断ということではなかったのでは

ないかと認識しております。平成31年３月議会の平成31年度久山町一般会計予算審議にお

きましてオリーブ栽培事業費の予算をゼロとする修正案が可決され、その後６月議会で予

算が可決されましたが、その６月議会および全員協議会において、栽培は草場オリーブ園

だけに縮小するようにという議会の意向を受け、本田議員が言われるように、現在は草場

オリーブ園のみの維持管理を行っております。 

 平成23年度から令和３年度までの11年間に使用しました一般財源は、約5,150万円とな

っております。円単位で申し上げますと、5,153万9,823円になっております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 町長、どうぞ。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 続けて、下のもいいですかね。 

 オリーブ栽培事業は、令和３年度の外部評価委員会、決算等についてもご意見というの

は私も把握いたしております。この中の評価の中でも、オリーブが無駄にならないよう方

法を検索しつつ、事業廃止を検討する必要があるという私はご意見だと思っております。

草場オリーブ園は、地域活性化ゾーンと実際隣接しております。こちらの計画というのと

併せて今後の方向性はその時点で判断をしていくというのが一番ポイントになってくると

思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 経営デザイン課の課長が答弁されましたけども、僕はずっとこれだけ

久山町のオリーブ事業の関係の資料は保存しとんですよ。この中にどのぐらい使われたか

というのはおおよそ分かるけども、総額幾ら使われてるのかということを聞いたわけです

ね、最初の事業出発から。そして特に、予算修正案も出させてもらったんです。特に議員

有志の関係でオリーブをずっと10カ所ぐらい経営者とも話し合ったり、見たり聞いたりし

て調査しました。いわゆる久山の温暖、寒暖、それと土壌、あるいはまた地域関係を含め

て、オリーブの種類が何千種類というか、世界中にあるというふうにも聞いております

が、土壌、あるいはまたそういう地域の環境、そして温暖、寒暖の差、こういう関係から

含めて実際は久山のオリーブ関係が合わなかったんじゃないかと、合ってなかったんじゃ

ないかというふうに考えます。そうしたことを含めて、これからの事業を進めるというよ
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りもむしろ監査委員からの指摘もあるように、民間がじゃあ、採算が合わないことはして

くれるはずがないです。あるいはまた、そうしたじゃあ、誰が事業をやるかと。町がこの

まま年間に何百万円という投資をして事業を続けていくのかと。確かにシルバー人材セン

ターの方々の雇用とかいろんなことにはつながるというふうに思いますけども、そうした

ことだけに目を向けずに、どうやったら、これを久山のブランドにしようという一時そう

いう話もありましたけども、そうしたことよりももっと町が事業をするんじゃなくて誰か

町民の方でやってみようと、きちんとした賃貸契約を結んでそういう方向に持っていった

方がかえっていいんじゃないかというふうに思いますが、町長の答弁を求めます。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） シルバーの方の雇用っていうようなことに対してということは、町と

しても他の競争的な資源等を生み出して、そちらの方にシフトしていくということは今後

必要なことなのかもしれません。ただ、まずオリーブにつきましては、これだけ一般財源

を投資しておりますので、何とか成果の出る形でできるだけやっていきたいと、回収でき

る分は回収していきたい、それが結果、今のまま存続することによって民間委託ができる

とかそういうことについても検討していきたいと思っておりますので、まず今の現在の状

況をしながらも、今後の利用につきましては、先ほど議員が言われましたように、民間委

託等も含めて考えていきたい。ただ、民間委託となりましても収益が上がる事業でなけれ

ば当然そういうことになりませんので、福祉面とかそういうものも考えてあの公園の使い

方というのを、民間として利用できる方とかそういうことについても意見を聴取をしたこ

ともありますので、そういう面を引き続きやってはいきたいと思います。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） なかなか民間といえども採算が合わないと。相当土壌改良、あるいは

またそうした消毒含めたいろんな管理上、採算が合わないというのはもう歴然としとるん

じゃないかというふうに思います。 

 先ほど言いましたように、令和３年度決算審査意見書でもオリーブ事業について、オリ

ーブ事業は平成23年度の開始から11年が経過して、現状は植栽されたオリーブの維持管理

のみが実施されている。収穫されたオリーブのオイルの一部がふるさと応援寄附金の返礼

品となり、そしてシルバー人材センターの雇用に役立ったりしているのは理解できるけど

も、当初の目的は何だったのか再確認し、今後の在り方を検討すべき時期に来ていると考

える。現在の小規模のオリーブ園は、採算が取れずに、民間委託は考えられない。目的が

ないまま年間数百万円ほども投資の継続は考えにくい。早急に事業の撤退も視野に入れて
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今後の当事業の在り方を検討すべきであると考えるというふうに述べられています。僕も

全くそうだと思います。町長、そういうことを考えて先ほど趣味としてでもいいから、私

だったらやってみようというような方たちがいらっしゃればそうした賃貸契約をきちんと

結んでそういう方たちと提携を結ばれてはどうでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） そういう面につきましても、企業等に投げ掛けをしてる、数カ所投げ

掛けをして現地を見てもらったりもしておりますが、まだ有効なそういう委託先、もしく

は改善案っていうのを頂いていないというのが現状です。今後もそういうお話があれば随

時検討はしてまいりたいと思っておりますが、まずはしっかりこのオリーブっていうのが

今はそういうふうな支出、管理だけになっておりますが、石切、あの地域の活性化ゾーン

の土地利用計画においてはあらゆる形でそれが生きる場合もあると思います。緑地として

とか、今環境というのがすごく注目されておりますので、その面も視野に今度北西部の活

性化構想を踏まえる上で検討したいというのが私の趣旨になってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 最後に、町長に進言していきますけども、年間何百万円も投資するよ

うな事業じゃなくて、もうそういう公共事業関係からは手を引いて、先ほどから言ってま

すように、趣味含めて民間の方がいらっしゃればそういうとこに投げ渡す、そしてきちん

と賃借料を含めた賃貸契約を結んで、間違いないような人たちと契約していくと、そこが

大事になってくるのではないかと、町がやる事業ではないということは言いたいと。その

点どうでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 一つの手段だと思います。ただ、利益が上がらないとこで賃貸借契約

をして借りていただけるっていうことが非常にハードルは高いんじゃないかなと思ってま

す。 

 以上です。 

◯４番（本田 光君） ちょっともう１点だけ。 

◯議長（只松秀喜君） 本田議員。 

◯４番（本田 光君） 確かにハードルは高い、だけどそれは今後検討していくというぐらい

は、町がする事業じゃないという、だから町はまだ他のことをすべきというふうに思いま

す。僕は、オリーブが全て悪いとは言ってません。オリーブは体にいいというのは聞いて

おりますし。だけど、実際オリーブの種類によって、また先ほどから言ってますように、
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温暖、寒暖の差やらオリーブの種類、さまざまな問題があると思いますけれども、町はも

うそこから手を引くという、監査でも指摘されてるように、そういう方向に持っていって

もらいたいと思います。町長の答弁を求めます。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） そのことも踏まえた上で今後検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

◯４番（本田 光君） 終わります。 

◯議長（只松秀喜君） ここで暫時休憩に入ります。 

 再開は10時30分、10時30分といたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              休憩 午前10時13分 

再開 午前10時30分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◯議長（只松秀喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ５番末松裕議員、発言を許可します。 

 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） 皆さんおはようございます。№５の末松裕です。 

 今日は質問ということで、そこに通告書でご案内しております。 

 今回、大きな事業計画が久山町の中でいろいろ計画ないしは実行されてる中で、今年度

に完結予定ということを平成30年度ですかね、一般質問の中で只松議員も当時の町長にお

尋ねしたところ、平成34年、いわゆる令和４年度に終わりますよという記事もありました

ので、そういう大きな事業があったということを頭に置いて、今日一般質問をさせていた

だきます。 

 その中で、大きな事業といたしましては、ここで書いてますように、冒頭で読み上げて

いきますけども、ヘルシーフォレストひさやま構想の現況についてということで掲げまし

た。 

 その中で三つほど質問していきますけれども、まず一つは今回のヘルシーフォレストひ

さやま構想のとこにつきましては平成元年、健康田園都市基本構想が定められ、第４次久

山町総合計画においてもその理念を引き継ぐものとして、西村町長は計画を今年実行され

ておられます。当然に私も過去の書類を確認したところ、このヘルシーフォレストひさや

ま構想が出来上がっていったのは平成４年という形で大体スタートしておるという状況で

ございます。そういう中で、ヘルシーフォレストひさやま構想については、リーディング
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プロジェクトも組まれ、ヘルスＣ＆Ｃセンター、健康アゴラ、フォレスト＆ロードの三つ

の柱を定めて、それぞれに平成４年から８年、また後期を９年から12年として、基本的に

は平成12年度に完成するという計画がかかっておられます。当然に時代の中でいろんなバ

ブルの崩壊とか金銭的な問題もあろうかと思いますけども、30年もたってその三つの柱ご

とに若干私なりに未整備箇所があるのかと思い、よってその三つの柱について質問させて

いただきます。よろしくお願いします。 

 まず大きな一つ、フォレスト＆ロードについて。 

 これは、当初計画は平成12年度で当然にヘルシーフォレストひさやま構想の中で完了と

いう形でありましたけれども、いろんな議会記録を見ますと、実質のこのフォレスト＆ロ

ードだけの事業は、開始年度は平成23年度をスタートとしたと、その辺から予算も組まれ

実行されておると私なりに理解しております。そういう中で、期中の修正も含み、現時点

でも完遂されていないのではないかなと思いまして、以下①から④についてお尋ねしま

す。 

 まず、①これまで紆余曲折の中に遂行されていることは承知するも、最終完成形はどの

ように考え、この事業をいつ完成させるのかを町長にお伺いいたします。よろしくお願い

します。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） マスクを外させていただきます。 

 まず、ヘルシーフォレストひさやまの構想っていうことで、議員のお話をしていただい

たとおり、そういう流れで来ております。私としてはその役割というのはある程度終了し

たと思ってますが、唯一まだ残ってるのがフォレスト＆ロードだと思っております。フォ

レスト＆ロードにつきましては、自然と触れ合いながら心身をリフレッシュするというこ

とを目的に健康づくりの場として、当初の計画から遅れながらも、財源等の理由から踏ま

え、まだ現在まで至ってないというような状況になっております。整備予定につきまして

は、まず今年度につきましては当初整備を予定いたしておりました新堤池の南側の遊歩道

部分の整備を行う予定としておりましたが、産業建設常任委員会の皆さまのご提案を受け

入れ、新堤池北西側の余水吐きの所に床板を架けてヘルスＣ＆Ｃセンターまでの遊歩道を

まず確保していくというふうに変更していきたいと思っております。これにより新堤池の

周囲を一周回ることができるようになるため、案内板の設置も進めていきたいと思ってお

ります。今後の全体スケジュールとしましては、令和５年度以降に池の南側にある大浦の

駐車場横のポンプ小屋の撤去および東側の遊歩道に続く歩道整備と新堤池の東側中間地点

に岬の広場の整備を行い、完成といたしましては令和７年度をめどに進めていきたいと私



令和４年第５回９月定例会 

- 37 - 

としては考えております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございました。 

 私の方から先ほど一部このフォレスト＆ロードの完成年度は、平成30年度の只松議員か

らの一般質問に答えられて、当時の町長は令和４年という形で答えられておりましたけれ

ども、今、町長の方から令和７年度という形でおっしゃったと思います。この辺について

は何らかの議員等々の方には案内とかご連絡があったんでしょうか。その点をお伺いいた

します。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） あくまでこれは私の今現在の考えです。今回、産業建設委員会の皆さ

んからのご指摘を受け、いち早く遊歩道を完成していくという方に進めていかなければい

けないと私は思いましたので、財政面というのはいまだ、決算は終わりましたが、来年度

予算の算定の時期を見て進めていくと。最低でも令和７年度には完成に向けて進めていき

たいというのが今私の考えとしてここで述べさせていただきました。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございます。 

 私は、この文面の中で私が言いたいことは恐らく町長の方でご理解していただけると思

います。今回、完成年度の確認も必要なんですけども、私はフォレスト＆ロードが町内で

認知度がどのくらいあるかという形も、平成30年の只松議長が約10人のうち９人しか知ら

んよと、当時そのときの町長も広報等々できちっと案内していくということを述べられて

ます。しかしながら、ここ４、５年はそういう活動もなかなかないのではないかなという

のが一つです。 

 もう一つは、せっかく今年の第４次総合計画の中で町長がうれしいことに初めてこの公

園、遊歩道も含めた広義な公園について積極的に取り組んでいくということを受けまし

て、うれしいなと思ってこういう質問をさせていただいております。 

 一般の町民の方からお話を聞いたり、私も散歩をするときにおきまして、先ほど町長の

考える完成の姿というのが若干具体的になかったので、私なりに町民の方からあそこを回

るときに、例えば案内板はフォレスト＆ロードの入り口だってこのくらいの小さな看板が

あるだけです。Ｃ＆Ｃの入り口の前。そして、フォレスト＆ロードの周りを回っても、ど

ういう鳥がおったり、どういう木々があったり、そして久山町がこのフォレスト＆ロード
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をつくった思い入れ、それがどこにも見当たりません。またなおかつ、お金がなくて回遊

ができてないというのが条件でありますけれども、せっかくある程度の東屋もできており

ます。しかしながら、そこに行き着く道は基本的には通行止めという標示をされて、それ

を見る限り入っちゃいかんのかなという状況でございます。これは町長に問いたいのは、

あるべき姿というやつは町民にそこで健康で、そして町のよさを知ってほしいという形で

フォレスト＆ロードが恐らく成り立っておるし、今後もそういうことだと僕は思います。

そういうことも踏まえて、この令和７年度における完成形の中で、より具体的なこういう

ことを考えてるよと、また各課に指示していきたいということがあればお聞かせ願いたい

と思います。よろしくお願いします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、町民の皆さんが訪れていただきたいと、そこに行って自分は歩

いてみたい、もしくはそういう鳥を見ることについて楽しみたいとか、そういうことにこ

ういうフォレスト＆ロードがなっていくっていうのが私の完成形でもあります。そのため

には、議員のおっしゃるように、町民の方に認知をしてもらうというのが大切だと思いま

す。ただ、今現在工事が始まって予定よりも大幅に遅れております。ただ、私としては、

就任後コロナ対策等いろんな優先順位をつけながらやってきましたが、ウィズコロナの時

代に入ってきましたので、このセルフケアっていうのに本格的に力を入れていくことが大

事だと思います。そのため、この工事というのも、こういうことにも力を入れていきたい

と思っております。最終的には、通れる状況、まず供用できる部分は供用していく、そし

てデザインにつきましてもコンセプトを持って、ある程度共通なものを持って案内板、そ

して町民の人たちが楽しめるような仕掛けなど、そういうこともやっていきたいと思いま

す。まずは工事を完成させなければここでイベントを開くというようなこともできません

ので、そこをまず完成へ向けてしっかりと動いていきたいと思います。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ということであれば、いろんな中のコンセプトを考えてこれからされ

ると思いますけども、先ほどお話の中で令和７年度が完成形ということであれば、それま

での間は供用の形にはならないということでよろしいですか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、そこについても、今協議中になっております。誰も入らないの

で、当然荒れていくという状況が今まででしたので、できるだけ町民の皆さんに、ある分

で使える分については供用していきたいというふうな方針でいきたいとは思ってます。た
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だ、物理的に整備箇所等によってはそういうとこがまだできない面もあると思いますが、

そういう点検も含めてやっていきたいと思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございます。 

 先ほど町長の方からも、本田議員のいろんな投資の件の中で、投資した施設を有効活用

し、町民にサービスをしていくと、単なる維持管理だけではありませんよということをお

っしゃられました。当然に私もそのように考えております。ぜひこのフォレスト＆ロード

が九大の森とかいう形まで、町民だけでなく、ここの糟屋郡の中で、ああ、久山町にはこ

ういうフォレスト＆ロードがあるんだと、湖畔を利用した、そしてそれがあくまでもアゴ

ラの問題、それからＣ＆Ｃを三位一体としてつくられた、考え方でつくられたフォレスト

＆ロードであるということを積極的にアピールしていきたい、そういう方向でぜひ進んで

ほしいなと思っております。 

 当然にヘルシーフォレストひさやま構想ができた平成７年から議会の中でもいろんな若

干の議員が審議されたのが、大体平成10年度でもうほぼ終わってます。それ以降は、この

フォレスト＆ロードの問題はあまり一般質問、それから議員間同士でのお話の中にのって

きてないと思います。せっかくこの総合計画、４次計画の中で公園計画をされたというこ

とをうれしく思ってますので、ぜひお願いしたいと。 

 あと、その計画の中の完成形の中で、今、町長の方が新たな公園を考えるということ

で、いわゆるブレーンストーミング方式で町民の方に集まっていただいて開催されたとい

うことを聞いております。このフォレスト＆ロードも新しい公園と、遊歩道を兼ねた公園

ということで、当然その中に一つの検討事項として入れてもらえたらと思っておりますの

で、その辺のことはどうでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） そうですね、町民の皆さんのニーズを踏まえていくというのはとても

大切だと思いますが、ある程度、物理的にインフラ関係としてもう整備をしている箇所が

あまりにも多くなっております。ですから、まずは完成をして、町民の皆さんのご意見を

伺っていくっていうのは活用の仕方とかその辺のプラスアルファとしてこういうものがあ

ったらいいよねっていうことを随時追加していく場合、そういう場合にやっていけばいい

かなと思ってます、私は。ですから、まずはここを通れるように、そしてみんなが訪れら

れるようにするっていうのが喫緊の公務だと思ってます。 

 以上です。 
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◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございます。 

 当然この議会の中だけでもなくて、町長とこういう考え方を持ってるんだということを

いろんな機会の中でお話ししながら、あるべき方向性を擦り合わせて今後ともいきたいな

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 続きまして、②、③、④については、若干具体的なフォレスト＆ロードに関する数字と

か予算、それからどういうふうに考えてるかということでありますので、②、③、④につ

いては一緒にご回答願えても結構ですので、よろしくお願いします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） こちらにつきましては、ある程度数字的な概要になりますので、都市

整備課長の方からご報告をさせていただきたいと思います、２番、３番、４番通して。よ

ろしいでしょうか。 

（５番末松 裕君「はい、どうぞ」と呼ぶ） 

◯議長（只松秀喜君） 都市整備課、大嶋課長。 

◯都市整備課長（大嶋昌広君） お答えします。 

 この事業は、補助金、交付金事業でありませんので、全て町単独費の整備を行っており

ます。一部財源としまして入湯税を活用し、平成23年度から令和３年度までの委託料、用

地費、工事等を合計し、総額２億266万8,480円を支出しております。令和４年度から令和

７年度までの工事費を約4,000万円と見込んでおりますので、合わせて２億4,270万円の総

事業費となりますが２番の回答になります。 

 ３番のところにつきましては、令和４年度から令和７年度までの工事費約4,000万円を

計上する予定にしております。款項目につきましては、８款の土木費、５項都市計画費、

２目公園費での支出を予定しております。 

 維持管理費としましてですが、現在もフォレスト＆ロードの草刈りおよび清掃、樹木や

枯れ木の撤去等で年間約180万円の委託をしております。今後はこれに加えまして、広場

の東屋や園路の壊れた際の修繕等が必要になってくるかというふうに考えております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございます。 

 先ほど担当課長から数字等々が説明ありましたけど、当然に今年の産業建設常任委員会

で８月に課長の方からそういう説明を聞いております。この事業は町単独の金額で約２億

円強、かなりの大きな金額が僕は出てるかなと思っております。今後も恐らく今の話から
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いきますと、令和５年から令和７年度にかけて4,000万円近くの予算を組んで工事を完了

させていきたいというふうに今理解させていただいてます。この金額が妥当かどうかにつ

いてはここで確認する必要もありませんので、ぜひともその金額の予算をきっちり取って

いただいて、やってほしい。当然にその4,000万円を令和７年度までに4,000万円という使

い方ではなくて、できるだけ早く、令和５年、６年にでも思い切って使うという方向性を

きっちりお願いしていきたいなと思っております。 

 先ほど運営管理ということも申されましたけども、これは運営管理については年間

180万円等はどこどこに委託してるということは認識をしております。しかしながら、そ

の中でそういう計画どおりにいってるのか、それが本当に有効活用されて整備されておる

のかということも併せて今後、町の方からも確認してほしいなと思っておりますので、そ

れで質問を終わります。ありがとうございます。 

 続きまして、ヘルスＣ＆Ｃセンター、ヘルシーフォレストひさやま構想についてお話を

させていただきます。 

 そこにも書いておりますように、ヘルシーフォレストひさやま構想の中心であったと、

そして運用開始については平成８年度、確か４月スタートだと思ってますけど、そこから

稼働をしていたということを一応は確認をしております。しかしながら、町長も言われま

したように、いろんなこれまでの資産、それから町の財政の中で、ある程度もう今が完成

形ではないかなというふうには正直思っております。私が今そこに書いております①、

②、③については、そういう大きな構想ではなくて、いや、今本当に維持管理されてるい

わゆる美観の問題、特にここに書いておりますのは、①当センターは、健康の町を標榜す

る久山町のシンボル的な場所にある。県道側からの視認性および美観等を考慮した外周周

りの維持管理ができているのかということについてお尋ねします。 

 その理由といたしましては、当然今、ヘルスＣ＆Ｃセンターというものはこのくらい

の、３ｍぐらいですかね、標識で金属製の金の形でされておりますけど、これはそこを通

っても、知ってる人は見えるけど、ここのとこに何があるのかとかいうことは全く理解さ

れてないというふうに考えております。その辺も含めまして視認性の問題、今後考えるヘ

ルスＣ＆Ｃセンターが健康の町のいわゆるシンボルとしてこれから町民以外の方にも知ら

しめるためには町長はどのように考えておられるかを質問いたします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、１番目の久山町のシンボル的場所にあると、この維持管理につ

きましては、現状を健康課長の方からご説明をしたいと思います。 

◯議長（只松秀喜君） 健康課、亀井課長。 
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◯健康課長（亀井玲子君） お答えいたします。 

 現在敷地内の景観管理につきましては、県道側調整池を含む7,000㎡について年２回の

草刈り業務委託を行っています。最近では６月から７月にかけて生活習慣病予防健診前に

行いました。次回は11月を予定しているところです。すでに雑草が繁茂しており、職員で

定期的に駐車場周りや表玄関入り口の草刈りを行っているところです。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございます。 

 私が問いたいのは、草刈りをやって、今のとこ予算上で年２回ほどされてるということ

ですけども、ご存じのように、こういう天候の中で１カ月半もすれば草ぼうぼういう状態

なんですね。先ほど言いましたように、久山町のこの施設については、過去にも久山町町

長は平成７年度に、そのものは町民だけのものでない、外の人たちにもある程度知らしめ

ていきたいということを言われてます。当然にこの施設の使い方はそれ以外のことでいろ

んな計画があったと、それが今頓挫してるということは知っておりますけども、久山町民

以外に、ああ、ここが久山町の健康のシンボルだということをきっちり表現するための施

策はいかがなものかということでお伺いしましたので、そのような件について決まってる

ことがあればお教え願いたいと思います。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、景観の部分について健康課長の方からご説明をさせていただき

ました。まず、そういう景観というのは、今、議員のご指摘のとおり、こういうのを維持

していこうと、美観を守っていこう、先ほどの公園もそうですが、今まで以上に費用がか

かってくるっていうことを私も認識しておりますので、その辺は議会の方にも提案してい

きながら議論していただいたらいいかなと思ってます。 

 次に、町外の方にこのＣ＆Ｃセンターを健康の拠点として認識してもらうことも大切、

確かにそうだと思います。実際、ある意味視察等にも数多く来ていただいておりますし、

私が就任してすぐの健康ライブラリーの久山の健診のあゆみですね、ああいう展示をした

ということですね、ひひひ展ですね。こういうことも一つ町外の方が多く足を運んでいた

だきましたし、マスメディアの方も取材していただきました。こういう久山のやってる事

業っていうのをいかにしっかりやってそれを発信していくかっていうのが一番大事だと私

は思ってますので、そこには今力を入れてやっている、そういう状況になってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございます。 
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 健康ライブラリーの問題も町長の方から取り組んでいただいて、ある程度皆さまの方に

も久山町の健康の流れとか歴史を知らしめることはできたと思ってます。これは継続しな

がらやっていきたい。私なりに考えますと、恐らくアンケートを取ると、久山町のＣ＆Ｃ

センターがどこにあって、どういうことをやって、どういう流れの中で出来上がったもの

かと、そしてこれは町民が皆さん頑張って育てていこうということをアンケートしたら、

恐らく知らない人が多いのではないかなと危惧しております。これは私の所見ですので、

提案という形にしております。 

 特に景観の周りで私はこういうことも考えています。今、下久原のそこの神社が県の指

定になったということでのぼりもきちっとある。また、立花町の今度の大型ドラマになろ

うということで、５万円等々の予算も組んで協力していこうという形をされてます。あそ

この通りにそういうのぼりとかいう形の視認性を訴えるものはそんなに大きな予算でなく

てもできるのではないかなと思って、これが１点、それともう一つは、あそこの景観とい

う意味では、あそこの周りに、どうでしょう、花で言えば芝桜とかヒマワリとか、それか

ら夏ですので、アジサイとか、そういう形もきっちり一定の場所にきちっと備えて、そし

て訴えていくことによって、あら、ここはきれいな、ここは何だろうなという形があろう

かと思いますので、その辺のことも私は考えてますので、その辺については町長の方はど

のようにお考えでしょうか。よろしくお願いします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） のぼりを立てて、ヘルスＣ＆Ｃセンター、健康の町っていうことでそ

れを立てていくっていうことが久山町の中の美観として果たしていいのかなというのを私

はすごく考えますね。この緑、この自然が豊かな町だからこそ、まずは取り組み自体をし

っかり町民の皆さまにも知っていただいて、その取り組みを外の方に評価していただく

と、それが久山町の健康づくりの社会の中で必要だっていうことが一番のブランドだと思

いますので、それをいかに伝えていくかという方に力を入れていきたいと思います。その

事業が評価されることであれば、それを周知していくっていうのはのぼり等も使ってやっ

ていってもいいのかなとは思います。 

 もう一つは、ヘルシーフォレストひさやまの位置付けとは、もう議員もご存じのとお

り、健康状況っていうか、健康づくりの社会が取り巻く関係も大きく違ってます。今後、

久山町としては、空いてる土地をいかにどう活用していくかっていうのは検討はしていく

ことは必要だと思います。今さっきご提案があったお花を植えていくとか、そういうこと

も一つの憩いの場としてはいい提案なのかもしれません。あとはその管理とかそういうこ

とについての費用等も検証はしなきゃいけないと思ってますが、ちょうど今草刈りのご提
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案をいただいておりますので、今後あそこの場所については駐車場の問題もあります、健

診の。そういうのも含めた上で検討していきたいなと思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございます。 

 今、農園とか自分で庭園をするときにソーラー型の照明が結構使われてる方もおられま

す。これについては最初のコストだけで、あとは太陽さんの恵みの下に夜でも明るく照ら

すと、経費上はあまりかからないのではないかと、そういう形も私なりに考えております

ので、その辺を踏まえて今後、町長が言われましたような形で新たな挑戦をしてほしいな

と思ってます。 

 次に、健康アゴラについて質問させていただきます。 

 当然この健康アゴラにつきましては、皆さまもご存じのように、紆余曲折の中で大きな

金額を使いながら、民間にするのか、そこの維持管理をどうするのかという形がいろんな

形で話をされたことが議会議事録の中でも見受けられます。私は、今回そういう大きな話

の中ではなくて、具体的にはこの二つをお聞きして終わりたいと思います。 

 なぜかというのは、当然、今の温泉が後継さんで飯塚の方の建設会社の方から契約も調

って12月ぐらいにオープンしていく予定で考えております。そこで言う温泉権の問題、こ

れから久山町が何でここをつくったのかと、コンセプトに応じた運営もやってほしいとい

うことがなかなかうまい具合伝わっていないのではないかなと思ってます。それについて

は、担当課長だけではなく、久山町長もこのコンセプトをきっちり相手先様に伝えてほし

いというように考えておりますけども、その辺はいかがでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 今の件につきまして、私の方からご回答させていただきたいと思いま

すが、この１番の現状についてまず回答させていただいた方がいいのかなと思いますの

で、総務課長の方からご説明をさせていただきたいと思います。 

◯議長（只松秀喜君） 総務課、久芳課長。 

◯総務課長（久芳浩二君） ①の回答をさせていただきます。 

 温泉権の利用料として年間450万円ですね、こちらの方が収入として上がってくる予定

とはなっておりましたけれども、議員ご存じのとおり、まだ事業が開始されてないという

ことで、先方からの減免申請が出ておりました。こちらにつきましては、久山町と財産区

の方と２分の１ずつの権利を保有している関係で、財産区、久山町、それと先方、契約相

手との協議を重ねた結果、本年度におきましては50％の減免を行うということで話が進ん
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でいる状況でございます。 

 また、賃借料につきましては、こちらは歳入としまして一般財源として取り扱われるよ

うになってまいります。特定の充当先はございませんけれども、町の事業全般に関して充

当していくというような考えを現在のところ持っているような状況でございます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 先ほどその後、議員のご質問があった件についてお答えします。 

 当初、前田組がこの施設を引き継がれるということで、社長ともお会いして久山町の健

康づくりについてしっかりとお話をさせていただいて、そういうことをぜひ引き継いでい

ただきたいという要望はちゃんとしております。今後も必要がある際は私の方から直接お

伝えしたいと思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございます。 

 今、町長の方からも、相手先様に対してはそういうアタックをしてるよということです

けども、なかなか相手先様にはうまいこと伝わってないのかなというのが交渉する担当と

しては感じております。特にここの約4,600坪ぐらいでしたかね、これについては、当時

あんこ型処分をされたということで、私どものある程度のコンセプトができない限りは利

用ができないようなあんこ型の処分をされておると聞いております。この辺についても相

手先様にはきちっと伝わっておるんでしょうか。よろしくお願いします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） すいません、議会基本条例６条第３項の規定に基づき反問したいの

で、議長の許可を求めてよろしいでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） どういうことですか。 

◯町長（西村 勝君） あんこ型の契約を引き継ぎというのをもう少し詳細に教えていただけ

ますか。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） 私も議事録の中で拾いながらやってきて、このあんこ型処分等につい

てはきちっとしたのを確認はできていませんけど、大枠のポイントは、道路に接しない土

地にしてるので、万が一そこの道路をふたをするといろんな普通の営業とかいうように使

えないような土地にしてると、そういうことを踏まえて、ある程度安価な値段でも売って

るということで、このあんこ型というのは、いつですかね、平成確か７年か８年の中でも
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当時の町長が答えられておりますいうことで質問した次第です。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 恐らくこのヘルシーフォレストひさやま計画の中の一環としてもとも

とのホテルがスタートしましたので、そのホテルの接道の関係ですね、そこに町有地があ

るっていうお話なのかなとは思います。当然その面につきましてはホテルの方も、前田組

の方もご理解を頂いております。当然その面をしっかりとお話ししながら今交渉してると

ころです。ただ、ホテルがそのままであるということは、町全体に対しての損失でもあり

ます。だから、そことのバランス等も考慮しながら今後交渉していく、それが必要かなと

思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございます。 

 先ほどの課長からの方も金額等々については説明があったので、その中でやっていける

かと思いますが、この温泉権ないしはこれから入ってくるであろう入湯税、過去の分から

いきますと大体1,000万円近く入ってきてるのかなと僕は記憶しておりますけども、入湯

税はいわゆる目的税でありますいうことで、一般の中に入れていくけども、目的税として

どこに使うのかということをきちっと整理をしてほしいなと思ってます。 

 もう一つは、先ほど町長からありましたように、相手先様に思いをしっかり伝えてほし

いというように思っております。 

 これで、その辺について入湯税の分の一般に入れるというだけで終わってますので、そ

の辺についてのお考えをお聞かせ願ってよろしいでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） では、入湯税の収入の関係を踏まえて税務課長の方から回答させてい

ただきます。 

◯議長（只松秀喜君） 税務課、川上課長。 

◯税務課長（川上克彦君） お答えさせていただきます。 

 入湯税でございますが、平成30年度の収入額は857万850円、平成29年度については

895万6,200円でございます。２年間の平均で約870万円程度の収入でございます。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

（町長西村 勝君「はい、議長。」と呼ぶ） 

 ちょっと待ってください。 

 西村町長。 
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◯町長（西村 勝君） 入湯税の関係につきましては、数値的にはそういう状況になっていま

す。今後歳出につきましては、もともと地方税法第701条により、環境衛生施設、消防施

設、観光の振興（環境施設の整備を含む）の費用に充てるためと定められておりますの

で、この規定に沿った事業充当を私は考えております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） 今、西村町長がおっしゃられましたように、入湯税の使い道について

は先ほど言われましたような法律の中で規定はされております。しかしながら、過去の町

長の答弁の中で、この収入についてはフォレスト＆ロードの方に使うという記載も過去の

中にあります。一般の中に入ってしまいますと、先ほどお金がないからできなかった、入

湯税が入り出してもそれがどこか見えないとこに、失礼な言い方ですけど、見えないとこ

に入ってしまえば、計画の中での予算組みの中で変更が出てこようかと思います。その辺

について私は、目的税としていろんな使い道が、先ほど法律上の使い道がありましたけれ

ども、一本に絞るべきではないかなと思って質問しておりますので、その辺はいかがでし

ょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 当然入湯税を使う予算として一番町内で効果的なのがどの事業なのか

っていう判断をして予算をするというのがシンプルに経営的に必要なことだと思ってま

す。その際、先ほどのお話があったようなフォレスト＆ロードを早期に改修し、供用を開

始するということであれば、その入湯税を財源として充てると、そして早く効果を上げて

いくっていうことを一つの方法として視野には入れたいと思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございます。 

 今回一般質問させていただいたのは、最初にもありましたように、このフォレスト＆ロ

ードが完成形をどういう形で、そして今後どういうふうにして維持管理していくかという

ことをあくまでも町長にお聞きしたいということで一般質問を考えました。当然にこのフ

ォレスト＆ロード構想につきましては、私もこちらに来る前に、久山町が発行しておりま

したネオトピア21という中で、素晴らしい町になってるなと、当時はリーディングプロジ

ェクトを組まれてもっと大きなスケールの中で、確か65、６億円の予算を組みながらされ

ていったと。これはここにありますように、いろんな中で縮小になっていった。これは別

に特段ございません。しかしながら、平成にスタートしたときの思いは、町長も恐らくこ
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のときは紅顔の美少年で、学生をされていたのか、入庁されていたのか分かりませんが、

この思いをきっちり受け止めて、先ほど冒頭で上がりましたような形で計画を練って、そ

して先ほど入湯税の金額もここに充当するということを強く要望しながら質問しておりま

す。再度その辺のお考えをよろしくお願いいたします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、ネオトピア久山っていうことで、私も何度も計画を立てる立場

としては拝見させていただいてます。こういう社会的な状況というのが目まぐるしく変わ

り、当時と違う状況でリーディングプロジェクト自体がもう国としてもないような状況に

なりましたが、久山町としてはこの事業があったということで健康づくりの基本的な方針

というのは明確になったのかなと思ってます。その内容については変わっていくかもしれ

ませんが、私はこれを大切にしながら今の時代に即した形に変化をしていきたいと思って

ます。 

 入湯税の関係につきまして、先ほどもお話しさせていただいたように、一番優先順位は

深いということを判断させていただきたいと思ってます。できるだけ早く、フォレスト＆

ロードだけじゃなく、町民の皆さまが使える場所、そういうものは開放していくっていう

ことからもしっかり判断をしたいと思ってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 末松議員。 

◯５番（末松 裕君） ありがとうございます。 

 私も、まだ何らか伝わっていってるかと思います。本当にこの田園都市の中で計画され

たことがきっちり、今のお話の中では令和７年ということの年度の一応の目標値をいただ

きましたけれども、できるだけ早く、私としては私が健康である限り、早めの４年、５

年、６年という形の中で実行していただければと思ってます。恐らく町民の方もそういう

気持ちで私にフォレスト＆ロードはどうなっとうとね、あの周り一向に歩けんばいという

お声を頂戴したと思っております。また、Ｃ＆Ｃの周りの景観がいつも草が生えとるね

と、議員さんどげんなっとうとねということを議員になって初めてそういう質問をいただ

きました。これについては、町民の声をきっちりこちらの方に届けて計画の見直しってい

いますか、実行計画をもっと早く進めると、そして何よりもいろんな過去事業があって、

いろんな問題をこの議会の場でお話し、検討されておりますけども、事業計画が久山町の

ある程度は身の丈に応じた事業計画であること、そして未来にどういう形でつないでいく

か、そういうことも西村町長はしっかり総合計画の中で組み立てて実行されていかれると

思ってます。期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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 一般質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

◯議長（只松秀喜君） ここで暫時休憩に入ります。 

 再開は11時25分。11時25分に再開いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              休憩 午前11時13分 

再開 午前11時25分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◯議長（只松秀喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ６番阿部恒久議員、発言を許可します。 

 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） それでは、６番阿部恒久です。よろしくお願いします。 

 まず、私の質問は、イコバスについてでございます。 

 久山町地域公共交通計画、この冊子は非常によくまとめられていると思います。この久

山町地域公共交通計画については、この中で、随時実施事業や事業内容を見直していくと

いうふうに書いてあります。次年度に向けて久山町地域公共交通活性化協議会では今何が

議論されているのかというのをお聞きしたいと思います。 

◯議長（只松秀喜君） 経営デザイン課、中原課長。 

◯経営デザイン課長（中原三千代君） お答えさせていただきます。 

 令和３年度に久山町地域公共交通計画を策定し、今年度からその計画に即して進めてい

るところでございます。今年度は、主としましてイコバスの町内巡回の再編について協議

を行っています。これは、現行の町内巡回は山田先まわり、久原先まわりともに１便70分

要しており、この時間を利用実態に合わせて短縮できないか、交通空白地の対応はどうす

るか等の協議を行っています。また、教育施策と連携した利用促進の取り組みとしまして

通学白書の作成、配布、福祉施策と連携した利用促進の取り組みとして高齢者を対象に調

査にご協力いただくとともに、自家用車利用から公共交通に転換してもらうきっかけづく

りとなる冊子の作成、配布を行っていく予定です。 

 また、先ほど阿部議員がおっしゃられました随時実施事業や事業内容を見直していくと

あるがということでございますが、計画を進めていく上で社会の実情とかに合わせて随時

見直しを行っていくということで、今年度につきましては計画どおり進めていってるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 
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◯６番（阿部恒久君） ありがとうございます。 

 最初に計画を立てられてから、イコバスの巡回ですね、そういったところとか空白地の

検討をされてるということですけども、今ずらずら言われた中ですけども、それが論議さ

れてる、１回つくったけども、それを来年度にもう１回検討しようということで取り上げ

られた背景というのはもう少し具体的に分かればお願いしたいんですけど、よろしくお願

いします。 

◯議長（只松秀喜君） 経営デザイン課、中原課長。 

◯経営デザイン課長（中原三千代君） 昨年度計画を策定する中で、町内巡回につきまして

は、高齢者の利用が多くはなっておりますが、１周70分という時間が長過ぎること、そう

いったことが問題に上がっておりまして、今回の計画の中でそれについて重点的に見直し

を行っていこうということで、この分が計画に上がっております。それから、高校生の通

学白書につきましても、高校に進学する際に公共交通の利用方法等、そういったものが高

校進路先を選ぶときにネックになっているといったご意見もございましたので、どうやっ

たら行きたいと思ってる高校に通学できるのかとかそういった情報提供を行いたいという

ことで、通学白書の作成を考えております。それから高齢者につきましても、免許を返納

した後、それまで公共交通に縁がなかった方が公共交通がハードルが高いというお声もご

ざいましたので、そこの移行がスムーズにできるような、そういった冊子をお配りできれ

ばということで、その分を計画に上げさせていただいております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） ありがとうございます。 

 それで、今地域公共交通活性化協議会で論議されてる内容ですけども、それについて

は、それ以外のことですね、例えば今から幾つか質問するんですけども、例えばこういう

のがありますよとか、こういうのをしてほしいとかいうことを申し上げたときに、活性化

協議会に取り上げられない問題でも、それを随時入れていくというのは可能なんですか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、地域公共交通活性化協議会というのは法定協議会でありますの

で、こちらで町の進むべき公共交通の方針を決めていくっていうふうになってます。当然

そこに町の住民の皆さんのニーズをいかに拾っていくかということで、アンケートを取っ

たり、直接乗り込んで意見を聞いたりと、そういうことで拾うという、把握をするという

ことをやってます。もう一つは、議員の皆さんにも代表として１名出ていただいておりま

す。そういう方々と町民の方で作業部会というのもつくっておりますので、そちらの方に
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そういう情報が行けば、その意見について協議会に乗っかってくるというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） ありがとうございました。 

 それでは、次の質問に行きます。 

 イコバスの運行についてなんですけども、この久山町地域公共交通計画の11ページによ

ると、国庫の補助の交付を受けてる系統と県の補助を受けてる系統があります。それぞれ

の補助を受けられる要件、それから令和３年度における補助額および使途はどうかという

ことをお尋ねします。 

 ただ、補助額と使途については決算資料を見ればある程度分かるということなんですけ

ども、これを出したときにはそれがもらえてなかったので、確認という意味でもお願いし

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

◯議長（只松秀喜君） 経営デザイン課、中原課長。 

◯経営デザイン課長（中原三千代君） お答えします。 

 令和３年度に交付を受けた補助金は、国庫補助金691万1,000円、県補助金707万8,000円

です。国庫補助金は、イコバスの運行事業者が申請交付を受け、受けた後、町へ納付し、

町は雑入として受け入れています。県補助金は、町が申請交付を受けています。受け入れ

た補助金の使途につきましては、全額２款１項12目交通アクセス対策費の18節コミュニテ

ィバス補助金の財源となっています。 

 また、補助金を受けるための要件についてご説明させていただきます。 

 国庫補助金は公共交通活性化協議会の議論を経て策定された地域公共交通計画が必要で

あり、久山町が受けている補助金は地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金と車両減

価償却費国庫補助金です。フィーダー系統とはバスの停留所等において地域間交通ネット

ワークと接続する運行系統をいいますが、本町ではＪＲ九州バスになります。ＪＲ九州バ

スに山の神バス停と久山バス停において接続することにより、補助金を受けることができ

ます。対象となっているのは、幹線の猪野経由便と町内巡回の久原先まわり便です。 

 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金は、補助対象系統に係る補助対象経常費用

と経常収益との差額が補助対象経費であり、補助対象経費の２分の１と市区町村の人口等

を基準として市区町村ごとに算定される上限額とのいずれか少ない方の額以内の交付がさ

れますが、本町は市区町村ごとに算定される上限額での交付を受けており、令和３年度実

績で見ると、補助対象経費の約15.9％となっています。 
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 車両減価償却費国庫補助金は、補助対象系統を運行するための車両に対する補助金で、

減価償却額の２分の１の補助を耐用年数の５年間受けています。 

 県の補助金は、コミュニティバス等の運行支援で、補助対象となるのは国庫補助の対象

となっていない路線です。令和２年９月30日までに運行を開始した新規開拓路線のうち、

単一市町村内を結ぶ路線として幹線系統の猪野往復便と、複数市町村を結ぶ路線として幹

線系統の直行便および猪野複乗便が、対象となる補助金を受けています。平成31年４月か

ら現在の運行を行っていますので、この補助金の対象となっているものです。補助金を受

けられる期間は３年間で、補助率は、運行により生じた欠損額に対し、単一市町村の場

合、１年目が30％、２年目が25％、３年目が20％、複数市町村の場合、１年目が50％、２

年目が40％、３年目が30％となっています。４年目以降は、収支率が25％以上であれば、

運行により生じた欠損額に対し20％の補助が受けられます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） 補助を受けられる要件について知りたかったわけなんですけども、今

詳し過ぎるぐらい口頭で言われましたが、すぐには理解できませんでしたけども、ちょっ

とずれてるかもしれませんが、県の補助で直行便の中で猪野往復便、猪野複乗便、それと

直行便ですね、県の補助の受けてる額。その中で、額がそれぞれ違うのは何が原因なんで

しょうか。お願いします。 

◯議長（只松秀喜君） 経営デザイン課、中原課長。 

◯経営デザイン課長（中原三千代君） 交付率が違うということでしょうか。 

◯６番（阿部恒久君） 交付率というか、補助の額、すいません、決算に関する資料の17ペー

ジに補助金の額がそれぞれ書いてあるんですけども、その額が違うのはどうしてですかと

いうことです。 

◯議長（只松秀喜君） 経営デザイン課、中原課長。 

◯経営デザイン課長（中原三千代君） すいません、ありがとうございます。 

 それぞれの路線ごとに欠損額を算定いたしますので、それに応じた率ということで金額

が違っております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） それで、もう一つですけども、幹線系統で猪野経由便だけが国の補助

の対象になってるというのは、先ほどお聞きしたＪＲ九州バスの山の神につながるという

ことでの補助があるという理解でよろしいでしょうか。 
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◯議長（只松秀喜君） 経営デザイン課、中原課長。 

◯経営デザイン課長（中原三千代君） はい、山の神でＪＲ九州バスに接続することにより、

猪野経由便が国庫補助の対象となっております。直行便につきましては、もともと西鉄バ

スが路線として走っておりましたコースになりまして、新規のコースとは認めてもらって

おりませんので、新規のコースとして幹線系統で認められたのが猪野経由便ということに

なります。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） 分かりました。私なりにまた補助額とその関係はちょっと調べてみた

いと思いますけども、なかなか複雑な補助を受けられてるんだなというのは分かりまし

た。 

 それで、再度お聞きするかもしれませんけども、その幹線系統のうち、直行便を除い

て、全てが猪野経由便、猪野往復便、猪野複乗便というふうにして全て猪野地区を通るよ

うな形になってるんですけども、それは今の補助金との関係もあるんでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 経営デザイン課、中原課長。 

◯経営デザイン課長（中原三千代君） お答えいたします。 

 猪野の方につきましては、猪野複乗便って、もともと幹線系統につきましては直行便が

主でございました。そうしますと、猪野の方が猪野経由便では中央、役場方向とかそちら

の方の便がないということで声を多く頂きましたので、幹線の直行便のうち複乗便の猪野

複乗便を増やして、そこの本数を増やしたという経緯がございます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） ちょっと補足をさせていただきます。 

 そもそもこの路線を引いていく段階で、西鉄バスが通ってた路線というのを基本として

線を引いていっていますので、当然猪野経由がその分を補わなきゃいけないということで

こういうルートになってるというふうにご理解いただきたいと思います。そしてなおか

つ、新しい団地、そして上久原等も含めましたので、新しい猪野経由のＪＲ山の神につな

ぐ猪野経由便が新しくできたっていうことはプラスアルファとして考えております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） それでは、すいません、次の質問に行きます。 

 幹線系統の猪野往復便が令和３年度に大幅に減便になってる、その理由は何でしょう
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か。 

◯議長（只松秀喜君） 経営デザイン課、中原課長。 

◯経営デザイン課長（中原三千代君） お答えいたします。 

 猪野往復便につきましては、令和２年度８便でしたが、令和３年度から４便になってい

ます。猪野往復便は、利用者が全体的に少ないため、効率化が必要との観点から、令和２

年度に見直し検討を行ったものです。令和元年度において、平日１日当たり平均利用者数

ですが、猪野発６時35分0.07人、６時55分発1.30人、16時50分発0.94人、19時10分発

0.82人、またトリアス発６時25分発0.00人、６時45分発1.11人、16時40分発0.06人、19時

発1.41人であり、利用が少ないトリアス６時25分発、折り返し猪野６時35分発の１便目

と、トリアス16時40分発、折り返し猪野16時50分発の３便目を廃止いたしました。しかし

一方で、猪野から役場やレスポアール久山などがある久原中央エリアへのアクセス改善を

要望する声も多く、それに対応するため、猪野複乗便を８本増便し、猪野から久原中央エ

リア方面は３便の増、久原中央エリアから猪野へは５便増便といたしました。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） ありがとうございました。 

 それでは、次の質問に行きます。 

 イコバスは、公共交通機関であるので、最大公約数のところで運行しているのは理解で

きます。一方、町民は公平に住民サービスを受ける権利があります。そこで、公平性の観

点から、小松ケ丘、風月原、山内地区等の交通空白地域の対策についてどのように考えて

るのか、お聞きします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 内容につきまして経営デザイン課長の方からご説明しますが、私の方

からこの議員のご質問に対して一つ私の考えを述べさせていただきたいと思います。 

 確かに鉄道駅のない久山町にとっては公共交通というのが大きな住民の皆さんの必要な

サービスであることは理解してます。ただ、まず公平性の観点っていうことになった場

合、これは私の考えですが、公共交通において、使われない方からすると、全て公平では

ない、そういうことになります。ですから、私の公平性というのは、公共交通で賄うべき

エリアと福祉としてそれを公平的に担保して確保しなければいけないかどうか、これを今

公共交通活性化協議会でも考えてるというふうに思っております。その印として、交通空

白地というのはあくまで今回、久山町としては300ｍで考えたらどうかっていうのが計画

には載ってます。本来でいけば、これは都心部で考えた場合の交通空白地の距離です。普
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通でいけば、500から1,000ｍが地方部の交通空白地と言われてます。これはその両面を拾

っていこうっていうことで前向きにそういう指定をしたというふうにご理解いただいた上

で、これから先、経営デザイン課長のご説明を聞いていただいたらいいかなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

◯議長（只松秀喜君） 経営デザイン課、中原課長。 

◯経営デザイン課長（中原三千代君） 久山町地域公共交通計画におきまして、今、町長もお

っしゃられましたけれども、バス停から300ｍ圏域外の地域を交通空白地域としていま

す。また、交通空白地域のうち移動困難者の存在や地域のニーズに応じて既存のイコバス

町内巡回の延伸などを検討することとしております。しかし、利用する方は少しでも短い

時間で目的地に到着することを望まれていますので、延伸した場合、どれくらいの時間を

要するか、バス停が設置でき、ルートを確保できるかを検討し、延伸できる地域か、イコ

バス以外の交通手段を検討する地域かを区分した上で、対象地域の皆さまの状況把握や意

向の把握のため、アンケート調査を現在実施しております。結果がまとまりましたら、そ

れを基に公共交通活性化協議会の中で町内巡回再編および空白地域対応について協議を進

めてまいります。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） いろいろ検討されてるということですけども、この空白地帯ですけど

も、例えば直行便の一部を上山田南から久山中学校前に直接行くんではなくて、上山田南

から風月原を経由して久山中学校前に行くとか、あるいは今直行便の経路を上山田交差点

から回ってますけども、その一部の路線をその手前のいつき会館の交差点から旧山田幼稚

園の前を通って小松ケ丘を通る、それから抜けていくというようなルートであれば、距離

もそんなに変わらなくていけるんじゃなかろうかと思うんですけども、そういうルートと

いうのは可能ではないかと思いますが、どうでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） いろんなご提案ありがとうございます。 

 この交通空白地というか、小松ケ丘、風月原ですね、山内につきましては当時トリガー

方式というのを導入しておりますので、利用者がいない段階で違う路線に振り替えるとい

うことをやってきたっていうことになります。 

 まず、この公共交通は、先ほど補助のお話もいたしましたが、基本は当時通ってたもの

を優先していくっていうことがスタイルになってます。 

 今回、風月原のまず最初にご意見いただきましたが、まず風月原を回ることによって時
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間が延びることによって、その前に乗ってあるバスの方の問題、移動の時間の問題、そう

いうこともあるっていうことがあると思います。そして、町内において風月原の年齢層の

方と、じゃあそうじゃない地域の方々の年齢層を見たときに、どちらがニーズが高いの

か、今現在、町として公共交通もしくは福祉として対応するべきかっていうのを判断して

いかなきゃいけないと思います。 

 小松ケ丘につきましては、以前から議員の皆さんから一部からは議会でも一般質問をい

ただいておりますが、実際あそこの問題というのは車を通すにしてもバス停を設けること

もできないと。交通量、幅員等もあって、そういう物理的な問題もあるということを考え

てます。 

 いずれにしろ、それでもどのようにしてやっていくかっていうことを考えていかなきゃ

いけないというのが今の現状です。ですから、どこかの一部をやっていくっていうんじゃ

なく、町全体としてこういう地域についてどのように対応していくかっていう判断をして

いかなければいけない、手段も見直しをしなければいけない可能性もあると思ってますん

で、そういうふうにご理解いただいたらいいかなと思います。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） なかなか議論はあるかと思います。その協議会の中でもいろんな論議

をしていただいて、その情報はまた随時こちらの方にも提供していただければと思いま

す。 

 では、次の質問ですけども、篠栗駅において接続が悪いという話を多く聞きます。特に

福北ゆたか線が遅れた場合に篠栗駅前バス停の発車時刻を調整できないかという声があり

ますが、これに対して対応はできないでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 経営デザイン課、中原課長。 

◯経営デザイン課長（中原三千代君） お答えいたします。 

 今現在ポンチョ２台、ハイエース２台という限られた資源の中で、全ての電車と接続す

ることは難しいため、利用者のニーズが高い時間に合わせ、イコバスのダイヤ編成を行っ

ているところでございます。また、イコバスは定時定路線運行を行っており、久山バス

停、山の神バス停、トリアス久山での乗り継ぎも考慮したダイヤ編成となっております。

そのため、篠栗駅前で福北ゆたか線の遅れを待つと篠栗駅以降のお客様にご迷惑をお掛け

することになりますので、福北ゆたか線の遅れを待っての運行はできかねます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 
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◯６番（阿部恒久君） 検討はできないという断言をされましたけども、それは例えばよくＬ

ＩＮＥで今イコバスが30分遅れてますよというような案内が時々ぽんと来たりするんです

けども、そういったことで、例えばＪＲと新宮タクシーですかね、そこでやり取りをして

５分遅れるからということで、接続時間が例えば10分あったとして、12、３分遅れた場合

にあと少しで乗れるのにそれが行ってしまって30分、40分待たなきゃいけないとか、そう

いうことがよくあるというふうに聞きます。ＬＩＮＥとかで、例えば遅れますよというこ

とがあれば、山の神とかそういう接続問題は分かりませんけども、途中で乗る人よりも篠

栗で乗る人の方が多いんじゃないか、利用者の利便性を考えるならばそちらの方がいいん

じゃないかなと思うんですけども、その辺は全然検討の余地がないということなんでしょ

うか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 恐らく今、阿部議員のご質問にあった質問の内容として回答をさせて

いただいたのかなと思います、経営デザイン課長はですね。まず、久山町ほど正直ＪＲの

時刻ダイヤ表が改正案が公表される時点で打ち合わせをしてバスの接続時間をつくってる

町はほぼないと思います。だから、毎年そういうお客さんのニーズを聞きながら、私もバ

ス停に行って高校生の話などを聞いた場合、この時間がもう少し多いけど、何十分待たな

きゃいけないとか、逆にそういう話もあって、できるだけそういう提案については随時検

討しています。ただ、見直しっていっても、誰かがよければ誰かが悪くなるというのが公

共交通の現状です。ですから、先ほど言いましたように、いかに効果的にどの対象をこの

接続時間で拾っていくのかっていうことが久山町で今できる最善の方法かなと思ってま

す。ただ、今、議員がおっしゃってる、あるいはそういう話でできる範囲については必ず

やってる、そういう状況です。これがバス１台じゃなく何台もあればそういうことも対応

はできると思いますが、行って帰ってくる所要時間と、そして運転手さんの待機時間、そ

ういうものも含め、なおかつトリアスに行ったときの今度は西鉄バスとの接続ですね、だ

からこの辺も複雑に絡み合いますので、それを図りながらダイヤを改正してます。ただ、

これが以前の西鉄バスだと町は何もやれなかった、これはコミュニティバスですから、自

由にそういうふうに合わせるだけ合わせていけるということが一つプラスになってるとい

うふうにご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） イコバスについては以上で終わります。ありがとうございました。 

 では次に、健康福祉についてお尋ねします。 
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 県は、福岡県アピアランスケア推進事業として、がん患者やがん経験者が医療用かつら

（ウィッグ）等を購入する場合に、その費用を助成しています。これは、居住市町村が購

入費の２分の１（上限２万円）を助成し、県がその半額を負担するものであります。新聞

では、県は2022年度、全60市町村が実施する前提で予算を計上しているというふうにあり

ます。そこで、本町の対応についてお伺いしたいと思いますが、お願いします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） では、お答えいたします。 

 まず、県が今後、いろんな支援策というのはこれに限らずたくさん出てます。ただ、町

として、持ち出しもありますので、当然それが住民の皆さんのニーズとして必要かどうか

という判断によって制度をつくっていくということが大事だと思っております。今回、

今、議員のご質問にありました件につきましては、心理的な負担軽減ですね、そういうが

ん治療およびがん経験者の負担を軽減していくということで、社会参加の促進、療養生活

の質の向上を図るため、県の方も進められていると思います。久山町の方も、１件ご相談

がありましたので、今現在導入に向けて動いているという状況になってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） 今導入に向けて検討されてるいうことですけども、健康田園都市の実

現を目指す本町にとっては町民に寄り添う施策ということで、ぜひ導入について積極的に

やっていただきたいと思います。近隣では、古賀市、それから志免、粕屋もすでに導入さ

れてるようなことを書いてますので、久山町も健康田園都市ということを含めてぜひ検討

していただければと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 それでは、最後の質問ですけども、久原交差点地下道についてお尋ねします。 

 地下道入り口の階段部分の屋根の電球および地下道通路の蛍光灯が長期間切れたままの

状態です。夜は暗くて地下道を通るには抵抗感がある、このような状態は防犯対策上問題

があると思うんですけども、総務課長、いかがでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 総務課、久芳課長。 

◯総務課長（久芳浩二君） 地下道に限らず、防犯対策として設置されました設備が機能して

いないということは、防犯対策上その機能が十分に発揮できていないのではないかと考え

られます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） 総務課長、現場は確認していただいたでしょうか。 
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◯議長（只松秀喜君） 総務課、久芳課長。 

◯総務課長（久芳浩二君） 昨日、地下道の方に行かせていただきました。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） 切れてる電球とか蛍光灯が何個あるか確認されてるでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 総務課、久芳課長。 

◯総務課長（久芳浩二君） 昨日見たところ、まず蛍光灯は一つだけだったと思います。あ

と、オレンジの電球ですけれども、私が行ったのは西日本シティ銀行側から大国医院側の

方に行かせていただきましたけれども、特に大国医院側の方で２個切れていたのではない

かと思います。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） 私は現場を確認していますので、申し上げますと、切れてる電球はレ

スポアール側の中久原側から入る入り口ですね、これの屋根の電球ですけども、８個ある

うちの４個が切れております。そちら側、レスポアール側の上久原側の入り口は、８個の

うち７個が切れてます。反対側の商工会側の入り口は、８個のうち６個が切れてます。七

熊歯科入り口側の方は、８個のうち５個が切れてます。逆に言うと、もう一回言いますけ

ども、さっき言いましたように、上久原側の入り口は８個のうち７個切れてるわけです

ね。逆に言うと、１個しかついてないんですよ。そういう状態です。地下通路は、私が一

般質問を出した時点では、13個のうち４個が切れていて、１個が切れかけていました。そ

れは、これを出した締切りですから、８月19日ぐらいの時点です。今は13個あるうちの２

個が改修していただいて、現在は２個が蛍光灯自体がなくて切れてる状態です。こういう

状況なんですけども、改めてこの個数ですよね、ほとんどついてない状況なんですけど

も、改めてどうでしょうか、総務課長。 

◯議長（只松秀喜君） 総務課、久芳課長。 

◯総務課長（久芳浩二君） 私も、点灯のときに確認はできてませんでした。球がないところ

を確認してましたので、実際点灯しているところの確認をできてなかったような感じがし

ます。本件につきましては、防犯対策自体は総務課の方で行っておりますけれども、この

地下道施設につきましては道路施設ということで、道路管理者の方が管理しているような

状況でございます。当然電球の交換とかその分につきましては、道路担当課の方が必要に

応じてやっていくということで、今後進めていくのではないかと思いますので、よろしく

お願いします。 
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 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） 直接の担当課ではないというお話ですけども、防犯の方では関係ある

わけなんでお聞きしたんですが、次も直接関係ないと言われればそうかもしれませんが、

教育長にお尋ねします。 

 昨年12月の一般質問時に地下道の掲示板が利用されてないと指摘した後に、小・中学生

の絵が飾られるようになりました。その掲示板の上にある蛍光灯が切れて、せっかくの絵

が見えづらくなっています。私が出した８月19日の時点では、その上の蛍光灯が切れてま

した。今はついてると思うんですけども、ついてないという状況でお答えいただければと

思うんですが、そういうことについて絵が見えづらくなってるということについてどのよ

うにお考えでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 安部教育長。 

◯教育長（安部正俊君） お答えいたします。 

 久原交差点地下道につきましては、以前、議員から掲示板の利用をということでご指摘

いただきましたので、計画的に学校の子どもたちの絵画作品を展示させていただいてま

す。子どもにとっては作品展示の機会ができて大変喜んでいるところです。展示ケースの

蛍光灯については、この通告が上がったその日、８月19日でしょうか、すぐに確認に行っ

てまいりました。蛍光灯がついてないということは、掲示板の中のですね。 

（６番阿部恒久君「中というか、上です」と呼ぶ） 

 上ですよね。それは分からなかったとこですので、すぐに行って確認ができました。都

市整備課がこの道路管理をしていますので、すぐ連絡をして今後のことについて協議をし

ているところです。現在、都市整備課の方では原因を調査をして今後修理していくという

ことを伺っているところです。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） すいません、もう一度お尋ねします。 

 要は現場、せっかく子どもが描いた絵が見る人が見たらきれいく見えるのがちょっと薄

暗く見えるという状況について、せっかく描いた絵がそういう状況の中で管理されてると

いうことでいけば、子どもたち、それから父兄に対して教育上そういう管理でいいのかと

いうことを問いたいわけなんですけども、普通は電球が切れたらすぐ元につけてそういう

普通の状態にするというのがあると思うんですけども、教育上どうかということでいけ

ば、どうでしょうか。 
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◯議長（只松秀喜君） 安部教育長。 

◯教育長（安部正俊君） ご指摘いただいてから、私もそこの掲示板の中に蛍光灯があるとい

うことを認識してなかったので、すぐに見に行ったところ、切れていたということが分か

り、子どもの作品を見るに当たっては明るい方がもちろん作品のことがよく分かるので、

いいと思いまして、すぐに都市整備課の方に連絡に行ったところです。通路の蛍光灯が切

れているところもありましたので、それについてはすぐに都市整備課の方での対応もして

いただいているというふうに伺っておりますし、その掲示板の中の蛍光灯については、議

員ご指摘のとおり、作品を見るに当たっては明るい方がもちろんよろしいかと思いますの

で、すぐに対応を協議させていただいたところでございます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） 回りくどいようで申し訳ないんですけども、今、総務課長、それから

教育長から地下道の電球や蛍光灯が切れてる状態についての見解を伺いました。いずれも

問題がある状態だという認識だというふうに理解します。 

 そこで、次の質問に行きます。 

 都市整備課長にお尋ねします。 

 地下道の蛍光灯が切れてることは、昨年11月から個別に指摘してきたが、改善されるこ

となく、最近電球や蛍光灯が切れてる箇所が増えていると。先ほど言いましたように、８

個のうち７個が切れて、これは全滅するぞという思いがあって問うわけですけども、なぜ

すぐに対応できないのか、お聞きします。 

◯議長（只松秀喜君） 都市整備課、大嶋課長。 

◯都市整備課長（大嶋昌広君） お答えします。 

 今回ご指摘いただいた地下道の照明について迅速な対応ができないことについて、まず

おわび申し上げます。昨年11月に一報を受けて、道路の照明について、議員おっしゃると

おり、通路については12基中４基がついておらず、掲示板の照明も３基ともついていない

という状況でございました。町内の業者に連絡し、12月中に修繕の指示をいたしました

が、蛍光灯や水銀灯の器具が入りにくくなる、いわゆる2020年問題が起因となって修理部

品の調達に相当な時間がかかり、部品の入手待ちの状態でありました。掲示板の照明につ

いては、漏電が原因となり照明器具そのものを取り替える必要があり、ＬＥＤ照明をつけ

る手配を現在しております。あと、通路の照明については、８月26日に部品や蛍光灯が入

手されましたので、即日つけている状況でございます。入り口の照明器につきましては、

これも同じ2020年問題へと起因しますが、水銀灯の照明でございますので、器具全体を取
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り替えなければなりません。個数も多くありますので、予算化して取り替える方法を検討

したいというふうに考えております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） 久原交差点は、町民図書館を含めたレスポアールがあり、ＪＡスーパ

ーがあり、商工会議所があります。そして、久原小学校、久山中学校、役場への入り口の

交差点であります。ある意味、久山町の表玄関口だと思います。その玄関口にある地下道

の電球や蛍光灯の管理が全くできていない、こういう状況についてこれでいいのかという

思いがあります。改めて、都市整備課長、どのようにお考えでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 都市整備課、大嶋課長。 

◯都市整備課長（大嶋昌広君） 全体的な考えとして、地下道の入り口の照明につきましては

他の照明器具等がございます。入っていった場合のところについての照明がなければ、そ

こは暗いところを感じるので、早急に対応する必要がございますが、入り口部分の今多く

切れてる箇所については費用対効果もございますので、そこのところを優先順位を検討し

ながら、替えるところは替えていきたいというふうに考えております。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） 先ほど総務課長から防犯上問題があるという発言がありましたが、そ

れは関係ないとおっしゃるんでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 都市整備課、大嶋課長。 

◯都市整備課長（大嶋昌広君） 防犯上のところでいきますと、入り口付近の照明につきまし

ては、決して防犯上問題がないわけではございませんけども、ある程度の照明を確保する

ことで入り口のところの部分は担保できるかと思っておりますので、そこは現地をもう一

度再確認して対応したいというふうに思っております。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） ８個のうち７個が切れてるんです。それでどうやって明かりが担保で

きるんでしょうか。仮設をつけるんですか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） すいません、この地下道の件につきまして対応が遅れたということは

私の管理、それがしっかりできていなかったということで、それはおわび申し上げたいと

思います。 

 まず、このようなことが起こったっていうことに対して安全、危機管理意識、それが少

し欠如していたと思っております。こちらにつきましては、しっかり関係各課で再度共有
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をして即座に対応していきたいと思います。それで、地下道の絵につきましては、子ども

たちの思いというのをしっかり大切にしていく上では、その思いをみんなに見てもらう、

そういうことの思いも欠如してたのかなと思いますんで、この辺についてはしっかりやっ

ていきたいと思います。本来であればこのようなことを一般質問の場で阿部議員が出して

聞かなければいけないというような状況になったことを本当に申し訳なく思います。この

ような危ないこと、早急に対応しなければいけないことにつきましては、私でも構いませ

んので、早急にご相談をいただき、対応するという方法はしっかりやっていきたいと思っ

ています。 

 今の質問につきましては、都市整備課長がお答えします。 

◯議長（只松秀喜君） 都市整備課、大嶋課長。 

◯都市整備課長（大嶋昌広君） 水銀灯の部分につきましては、器具等をどういう形で調達す

るかというのを再度検討して対応していきたいというふうに思っております。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） 町長の返答がありましたので、ぜひ今後対応していただきたいなと思

います。 

 最後に言うならば、一事が万事という言葉があります。役場の皆さんが一生懸命頑張っ

ていて、そういうことになってても地下道の電球すら管理できてないということを言われ

ることによって、他の努力が全てマイナスに見られる、そういうリスクがあると思いま

す。我々の感覚でいけば、電球が切れたらすぐ当日のうちに替わるんじゃないかなと、私

は昨年11月に言ったときに毎日見に行きました。まだ替わっとらん、どういうこっちゃと

いう思いでありました。しばらくすると、対応してますということでずるずるいきまし

て、担当課長が替わりましたから、また間が空きましたけども、いよいよもってあと電球

が一つしかないぞとなって、それまでもまだほったらかしにしてると。これは何か言わな

あかんっちゃないかなという思いで質問するわけなんですけども、ぜひ先ほど町長が言わ

れましたから、今後はそういったことのないように対応していただきたいと思ってます。

よろしくお願いします。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） ４番はいいんですか。④はよろしいですか。④について。 

◯６番（阿部恒久君） ああ、すいません、間違えました。失礼しました。 

 ４番、すいません、地下道の屋根に対してなんですけども、昨年３月の屋根の雨どいが

破損してることを連絡したときに、屋根を改めて見ると、柱が腐食して穴だらけだったん

ですね。これは屋根が落下するような危険性はないのかということを確認したいと思いま
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すが、よろしくお願いします。 

◯議長（只松秀喜君） 都市整備課、大嶋課長。 

◯都市整備課長（大嶋昌広君） 地下道の屋根につきましては、雨どいの修繕を本年５月に行

っております。屋根の柱とか雨どいの部分をしてる分については、屋根の腐食により雨漏

り等はしておりますけども、それが落下するという危険性は今のところないというふうに

報告を受けております。しかしながら、腐食箇所やシーリングが傷んだ箇所を放置すれば

大規模な工事になることも考えられますので、現在改修等の見積りを依頼してるところで

ございます。 

◯議長（只松秀喜君） 阿部恒久議員。 

◯６番（阿部恒久君） ありがとうございます。早急な対応をよろしくお願いします。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） ここで暫時休憩といたします。 

 再開は13時30分。13時30分に再開いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              休憩 午後０時13分 

再開 午後１時30分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◯議長（只松秀喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ７番山野久生議員、発言を許可します。 

 山野議員。 

◯７番（山野久生君） 私は、農業振興について伺います。 

 それでは、１番から５番まで質問させていただきますが、まず１番、３月議会の冒頭

挨拶
あいさつ

にて、町長は令和４年度の取り組みとして、久山町の田園風景を維持するために多様

な働き方を見据えた次世代の就農者育成・確保に向けた取り組みを促進すると述べられた

が、現在の状況を伺います。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、現在の就農者育成・確保に向けた取り組みということでご説明

をしたいと思います。 

 本町は町土の３分の２を森林が占めると、豊かな田園風景を有する、そういう町ってい

うのは皆さんもご存じだと思います。この自然と共生する景観や生活環境をできる限り今

後も守り、次世代に引き継ぐことが、私たちの大切な使命だと捉えております。そのた

め、令和４年度は、次世代の就農者育成・確保に向けた取り組みとして、まずは若い農業
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者の方々の思いや考えを出し合い共有する場を設け、活性化につなげていきたいと考えて

おります。現在、専門のコーディネーターを入れて作業を進めている段階です。稲刈り以

降、第１回の交流会の開催を予定しており、私自身もその結果を期待いたしてるところで

ございます。その後、年度内に地域農業の課題解決に向けた取り組みの方向性を見いだ

し、来年度以降、有効・効果的な支援策の実行を進めてまいりたいと考えております。こ

れが将来の農業者育成・確保の一つのきっかけになっていけば幸いだと思います。 

 また、現在ＣＯ２のクレジットの関係も含め綿花の実証栽培を行っておりますが、こち

らにつきましては、子育て世代の女性の就農機会づくりについても検証いたしておる、そ

ういう状況になってます。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 山野議員。 

◯７番（山野久生君） その交流会に参加する人数とか年齢層、それはどのように想定してお

られますか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） あまり多くの人数というわけにはいかないかなと思ってますが、全体

で10人前後というふうに考えてます。年齢層的には30代から40代が中心になってくるかな

と思います。会議については、今のところ２回から３回予定してます。この会議が盛り上

がっていくということになった場合は、いい提案等も得られるんじゃないかなと思ってお

ります。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 山野議員。 

◯７番（山野久生君） 稲刈り以降に第１回目の交流会をされるという予定で、少し安心しま

した。ぜひ成功させていただきたいと思います。若い農業者の方々の思いや考えをまとめ

ていただいて、次の世代の就農者の育成などにつなげてほしいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、２番の質問に移ります。 

 農業従事者や新規就農者に対し、国や県などでなく、町独自の補助金制度などの支援策

が必要と考えるが、どうでしょうか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） お答えいたします。 

 まず、本町独自の農業施策、補助金について説明をしたいと思います。 

 まず、農業振興の一つとして本町では町独自の米の需給調整推進事業補助金を設けてお
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ります。これは、平成30年、国の主食用米に対する直接支払交付金が廃止され、10a当た

り7,500円であったものが平成30年生産分からなくなりました。そこで、町独自の補助金

として10a当たり5,400円を決めて交付いたしております。本町農業振興の一つに町独自の

米の需給調整推進事業補助金ということがまず一つ、これがあります。 

 次に、農作業の省力化を図り、高収益作物生産支援のために、生分解マルチ購入費の一

部補助など町独自の取り組みをやっております。 

 ご質問にありますように、町独自のさらなる支援策については、町全体の公平性の観

点、そして何より私は大事にしなければいけないのは持続性・効果性のある補助金制度に

していかなければならないと今後は思ってます。そのため、今後の就農者につながる農業

者、そういう方々とお話をすることが大切だと考えており、先ほどの質問にありましたこ

ともいい機会だと思っております。今後、町全体における農業振興もその点の課題等を踏

まえた上で明確な位置付けをやっていきながら慎重に考えていき、補助金制度というのを

立ち上げていきたいと思っております。 

 また一方で、販路、また生産物の支援、いろいろなことがありますが、デジタル技術を

活用した農作業の効率化、収穫量の向上などについては現在も引き続き調査を行っており

ます。現在、ＣＯ２のクレジット化についてもさまざまな形で社会のニーズに合わせて検

証を行っておりますので、こちらについても新しい補助制度っていうのが生まれてくる可

能性があると把握しております。 

 再度もう一度言いますが、いずれにしろ町独自のをやっていくにしても、農業従事者に

とって効果的で持続性につながる、その支援策を見極めて今後展開していきたいと思いま

す。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 山野議員。 

◯７番（山野久生君） 今デジタル技術、具体的にはデジタル技術とはどんなものか、ちょっ

と聞きたいととですね。今説明していただいた補助金は、一般農家の方でよろしいんです

かね。そこを２点だけ聞きたいんですけど。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） そしたら、一般農家の対象のものですかということに対してですが、

認定農業者などに限定したものではなく、水田で作付けをされている一般の農家の方が対

象となってます。 

 次に、デジタルということで具体的にっていうことですが、現在２社ほどデジタルにつ

いての実証を行っていく予定といたしております。このデジタルの具体化って、技術とい
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うのはどういうものかということなんですが、私はこのデジタル技術を使って三つ農業の

問題を解決していくっていうことが大事かなと思ってます。 

 一つ目は、農業の就労時間を減らすということですね。二つ目は、作物の収穫量を増や

す。三つ目は、技術を伝えていく。そういうことだと思います。 

 その一つの事例として、今現在ソフトバンクと実証を行っておりますｅ－ｋａｋａｓｈ

ｉという製品があります。これは、すでに全国37都道府県の約550カ所に設置してある、

そういう計測器です。これを農地に設置することで、環境情報を定期計測し、今やるべき

こと、それをスマートフォンなどで手元で確認できるようになります。そして、ＡＩアル

ゴリズムを活用し、科学的根拠による栽培をアシストする、そういう仕組みであります。

実際にカルビーポテト社での実験では、公表されておりますが、この科学的な栽培により

最大1.6倍の増収に成功したというような結果も出ております。また、福岡のブランドで

あるあまおうですね、宗像の農家においても0.1ha当たり年平均80万円の売上アップにつ

ながったと、そういうような報告も受けております。このような成果を本町でも得られる

可能性があるということであれば、農業ＤＸとして取り組んでいき、長年の経験を数字と

して新規就農者にも伝えていくということになれば、農業参入の一つの障壁を減らすとい

うことにつながるのではないかと考えております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 山野議員。 

◯７番（山野久生君） 一般農家っていうことで安心しました。それと、ちょっとデジタル技

術は私には難し過ぎるので、ようと分かりませんでしたけど、進めていっていただきたい

と思います。 

 それで、今農家の方々は、年に４・５回程度あぜや農道の草刈りをされております。農

地を保全するための作業を行っていますが、その際の草刈り機の刃の費用の一部でも町の

方で助成してもらえれば農家の方々も非常に助かると思いますが、町長、どう考えますか

ね。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 確かに草刈りは大変だと思います。ただ、位置付けをどうするかだと

思いますね。草刈り等、道路にしろ管理をしていただいてる町民の皆さんもいますので、

公平性の観点でどういうのがいいのかっていうことを考えたときに判断するというのがな

かなか、備品っていうか、物ですね、消耗品とはいえ難しいところがあるかなと思いま

す。 

 ただ一方で、持続的に効果的であればそういう支援というのも一つだと思いますので、
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まずは農家の方の情報、本当にタイムリーにでき、効果的に持続でつないでいける、そう

いうものについては検討してまいりたいと思いますので、一つの案としてお伺いしておき

たいなと思います。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 山野議員。 

◯７番（山野久生君） あくまでも自分の個人の意見ですけど、ぜひ前向きに考えていただき

たいと思います。 

 それと、農家の方からこの頃よく聞くことが、燃料や肥料が本当に高くなって、農業者

の方は大変苦慮しておられる状態でございます。今、国や県が補助を実施する方向にある

そうですけど、個人農業者には活用できないようなもののようです。本町は農業振興地域

内農用地として指定し、優良農地として位置付けており、農業生産等を行うための用地で

あります。今後も久山の農業を将来にわたり継続し、現在の農地保全、多くの住民が望む

田園風景の維持、景観保全を進める上で、他自治体より早く支援策を講じるべきであると

考えます。町は水稲作中心の農業形態であり、現在のように水稲販売額が下がり、経営が

向上している所得確保向上と大きくかけ離れています。このような状況では、新規就農者

はもちろん、離農者にも拍車がかかりそうであります。早急な経済支援対策は必ず必要だ

と考えます。町にとって農業は大切な１次産業であり、町独自の支援策は急務と考えま

す。ぜひよろしくお願いします。 

 では、次に移ります。 

 町内の農業用水路は、壁面の傾きや漏水しているものが散見される。老朽化・破損の状

況はどうなっているかをお伺いいたします。また、改修計画はありますか。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 状況につきまして、産業振興課長の方からご説明をさせていただきま

す。 

◯議長（只松秀喜君） 産業振興課、横山課長。 

◯産業振興課長（横山正利君） お答えいたします。 

 ご質問にありますように、町内の農業用水路は建設年度が古いものが多く、老朽化が見

受けられるものもあるのが実情でございます。このような中、破損等が見られた場合は必

要に応じ修繕等を行っており、令和３年度の農業用水路に関する苦情・要望件数は全部で

20件上がっており、対応状況といたしまして、修繕済み件数19件、残り１件は令和４年度

に工事を予定しており、苦情・要望対応に努めておるところでございます。 

 一方で、これに改修計画を立て計画的に実施するとなると多額の費用が必要となり、特
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に補助金等の財源もないことから、今のところ改修計画の策定には至っておらず、現状は

計画策定のための調査を行うよりも修繕等を優先に行っている状況でございます。このよ

うに、改修の方針といたしましては、農耕に支障とならないように水路の機能確保を第一

と考え、次に安全性も考慮した上で、地元農区などの苦情・要望等に対し、水路の改修工

事および修繕等の状況、緊急性等を判断し、優先順位を決め実施しているところでござい

ます。 

 以上で終わります。 

◯議長（只松秀喜君） 山野議員。 

◯７番（山野久生君） 今現在、大きく老朽化・修繕が必要な箇所は何箇所ぐらいあるんです

か、お伺いいたします。 

◯議長（只松秀喜君） 産業振興課、横山課長。 

◯産業振興課長（横山正利君） お答えいたします。 

 ご質問は大きく老朽化ということでございますので、現在把握している範囲になります

が、一つは穴口池から新堤池の間の水路に老朽化による漏水が見られていますが、施工範

囲が広く、高額な費用も掛かるため、現在は財政状況を見ながら施工時期を決めていきた

いと考えております。 

 次に、もう１カ所、松本池から蒲田池、これは九大演習林内になりますが、この間の水

路、こちらも老朽化による漏水の可能性があるということで、施工時期は先ほど同様に検

討してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

◯議長（只松秀喜君） 山野議員。 

◯７番（山野久生君） 水路の改修工事および修繕については、農区の方といろいろ話されて

連携されていると思いますけど、農業者にとって水は大変重要なもんなんですよ。だか

ら、財源もありましょうけど、なるべく農家のことを考えて、計画的でもいいですから、

ちゃんと直していっていただくようお願いしまして、次の質問に移ります。 

 ４番ですかね、すいません、４番、農地や農作物に大きな被害を及ぼす有害鳥獣につい

て、近年の被害状況および対策はどうなっているのか、お願いします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 近年の対策ということで、こちらも産業振興課長の方からご説明をさ

せていただきます。 

◯議長（只松秀喜君） 産業振興課、横山課長。 

◯産業振興課長（横山正利君） お答えいたします。 



令和４年第５回９月定例会 

- 70 - 

 近年の有害鳥獣による被害は減少しており、過去３年間の被害状況についてご説明いた

します。 

 令和元年度は、イノシシによる水稲被害農家数４名の圃場数５圃場、令和２年度は、イ

ノシシによる水稲被害２名の２圃場、それからスズメによる水稲被害２名の２圃場となっ

ております。令和３年度は、農業共済組合の保険の対象となる被害はございませんでし

た。先ほど申し上げましたイノシシによる被害額は平均で１圃場当たり約６万4,600円、

スズメによる被害額は平均で１圃場当たり約9,000円となっております。 

 次に、有害鳥獣対策といたしましては、駆除の委託を糟屋郡猟友会久山支部に行ってお

り、捕獲頭数も増えております。また、小型の有害鳥獣対策といたしまして、町民の方か

らの要請に応じ小型の箱わなを貸し出し、捕獲後は町において処分等を行っております。

その他、鳥獣対策用のり網の無料配布、それから久山町農業振興事業補助金等交付規則に

基づくイノシシ等被害防止対策事業として電気柵等の設置に要する経費の一部補助などの

対策を講じております。これらの対策により効果を上げておりますので、引き続き現状の

対策を続けてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

◯議長（只松秀喜君） 山野議員。 

◯７番（山野久生君） ありがとうございました。 

 有害鳥獣については、私も議員になって９年になりますが、初めの頃より産業振興課の

方ですかね、大変一生懸命されておられて、年々減っていることも十分承知しておりま

す。引き続き今の体制で続けていただきますようよろしくお願いします。 

 次に、５番に移ります。 

 今年は、６月下旬の梅雨明けとなり、異例の早さで夏本番を迎えました。その影響で農

業従事者の方は、水不足を心配されています。来年度以降も問題になることが予想されま

すが、どのように対策を考えておられますか。町長、お願いします。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） 今年は、例年より暑い日が長く続き雨もなく、数年以来少雨となり、

一時は農業用水の不足が危惧された、そういう状況になりました。その後の降雨により大

事には至りませんでしたが、その間、猪野ダムの利水者間の利水調整や久原ダムの放水

等、福岡県や福岡市との協議調整により農業用水の確保に努めております。加えて、農区

からの要請に応じ、数カ所においてポンプ等での用水確保も行いました。また、何よりも

本町の農業の持ち味として、渇水が危惧される場合などにおいては各農区で水の融通、そ

ういうことが工夫し合いながらやっていただけるというのが、本町としてすごく今回の渇
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水対策にも生きてるのかなと思っております。来年度以降もこのような気象状況も予想さ

れますので、先ほど申し上げました両ダムの利水調整をしっかりと引き続き行い、また同

様に河川の水位に応じたポンプ等での揚水、農耕に支障を来さないように努め、併せて引

き続き各農区における連携を一層強めていただくことを進めていく、そういうふうに考え

ております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 山野議員。 

◯７番（山野久生君） すいません、ありがとうございます。 

 農業用水確保のためにポンプ設置をされておりますが、揚水の要請と実施のタイミング

のずれは生じてないですかね、町長。 

◯議長（只松秀喜君） 西村町長。 

◯町長（西村 勝君） まず、ポンプの設置につきましては、想定される分については事前に

準備を行っております。なおかつ、そういうふうに水利委員等の区長さん等から要望があ

れば迅速に対応しておりますので、今ご不安のようなことというのはあってないというふ

うに私の方も認識しております。 

 以上です。 

◯議長（只松秀喜君） 山野議員。 

◯７番（山野久生君） 農家にとって水は本当に一番大事なんですよ。それで、自然の問題で

すけど、できるとこは町で行っていただいて、農家さんが安心して、町長も久山町の田園

風景を維持するためにって言われておりますので、何とぞ農業振興のために、お金じゃな

いばってん、力を尽くしてください。 

 それでは、これで終わります。ありがとうございました。 

◯議長（只松秀喜君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（只松秀喜君） 異議なしと認めます。従って、本日はこれで延会することに決定しま

した。 

 本日はこれで延会します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              延会 午後１時53分 

 


